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午前１０時００分開議 

○議長（小谷 博徳君） おはようございます。ただいまの出席議員数は１０人であり、定足数に

達していますので、これより令和２年第２回日野町議会定例会３日目を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付いたしました日程のとおりであります。 

─────────────・───・───────────── 

  日程第１ 一般質問 

○議長（小谷 博徳君） 日程第１、一般質問を行います。 

 本定例会におきましては、７名の議員から一般質問の通告を受けております。 

 本日は５名の議員の一般質問を行います。 

 通告順に発言を許します。 

 最初に、５番、松尾信孝議員の一般質問を許します。 

 ５番、松尾信孝議員。 

○議員（５番 松尾 信孝君） おはようございます。珍しく雪が降りました。私の一般質問もこ

の雪と寒さを吹き飛ばすような熱のこもったものにしたいと思っておりますので、町長におかれ

ましても、町長の熱い思いを素直に語っていただく答弁を期待しております。 

 早速質問を始めていきます。本日は２つの項目を通告しております。１つは、取得した合銀建
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物をどうするのか、もう一つは変化する時代に対応した役場の業務遂行体制についてであります。 

 まず、最初の合銀建物についてであります。一昨年１２月に合銀から無償譲渡を受けた同行旧

根雨支店の建物については、取得から１年半近く経過しておりますが、その使途については、一

向に見えてまいりません。あわせて、近藤家住宅、旧公会堂、町公舎なども合銀建物と一体とな

って歴史的な観光資源として開発するというアイデアもたびたび聞かれますが、一向にその先の

具体的な姿が見えてまいりません。町民の皆さんの気持ちも期待と不安と諦めが入りまじってお

り、今のままではネガティブな気持ちが増長されていくのではないかと思います。そこでお伺い

いたします。１、合銀建物について、取得以来、今日まで何をやってこられたのでしょうか。２、

この建物の使途の具体案は固まっておりますでしょうか。３、周辺の歴史的建物、町並み一体と

なった歴史的な遺産としての開発のピクチャーはあるのでしょうか。その実現のためには何が必

要だと思われますか。 

 次に、２番目の項目であります役場の業務推進体制についてお聞きします。少子高齢化、人口

減少、過疎化の波は本町においても音を立てて押し寄せております。人口は５，０００人から３，

０００人に減少しました。それに合わせた役場の業務も変貌してきているのではないかと思いま

す。一方では、幹部職員の定年退職が相次ぎ、職員の新規採用も順調には進んでいないとも聞き

ます。いよいよ役場も人手不足の時代が来ているのではないかと危惧をします。何らかの対応が

必要ではないかと思い、以下の点についてお伺いいたします。１、役場業務の見直しや、いわゆ

る事業仕分けのようなことを行うつもりはありませんか。２、本年度で打ち切りとなり、来年度

予算には計上されていないような事業はありますでしょうか。３、仕事の効率化のために業務の

ペーパーレス化についてお考えはありますでしょうか。４、定年を迎えた職員の定年延長、再雇

用についての現時点での一般的な町の対応をお伺いいたします。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（小谷 博徳君） 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） おはようございます。５番、松尾議員の御質問にお答えいたします。 

 まず、旧山陰合同銀行根雨支店の建物についての幾つかのお尋ねでございます。まず、取得以

来、何を行ってきたかとのお尋ねでございます。平成３０年１２月１４日に株式会社山陰合同銀

行と財産無償譲渡契約を締結し、土地及び建物を取得いたしました。その後、平成３１年３月２

８日、旧山陰合同銀行根雨支店活用検討委員会より、保存、活用に係る提言をいただきました。

この提言では、建築当時の姿を復元し、保存に努めるとともに、活用については多目的スペース

であったり、役場の出張所や事務所であったり、町民ギャラリーであったり、美術館、そういっ
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た４案が示されたところでございます。また、活用策の決定に当たっては、試行期間を設け、使

い勝手を検証したり、多くの町民の皆様に公開した上で、最適な選択をすべきであるということ

も盛り込まれております。 

 このようなことから、本町におきましては、この提言を尊重し、今年度におきましては、まず、

活用の一定の方向性を検討すべく、多くの町民の皆様に建物の飾り天井など、内装、外観を見て

いただき、御意見をいただく場として、昨年の１０月５日、６日及び１１月２３日、２４日の計

４日間に内覧会を開催し、１００人を超える方々からさまざまな御意見や御提案をいただいたと

ころでございます。 

 また、提言では、活用策の検討に当たっては、初期費用、維持管理費用、費用対効果と合わせ

て管理手法や財源確保など有効な方法を検討するなど、総合的な判断を行うことが必要であると

盛り込まれています。今後、町民の皆様からも御意見を伺いながら、建物の外観の補修時期、補

修方法、耐震改修方法、天井装飾の見せ方、活用の方法などについてさらなる検討を重ね、より

よい結論を導き出したいと考えております。 

 次に、使途の具体案はとのお尋ねでございます。旧山陰合同銀行根雨支店活用検討委員会によ

る保存、活用に係る提言では、利活用を前提に建物を残していくべきと意見集約されました。ま

た、アンケートでは、今のままであるとか、建物の保存のみといった意見はありましたが、何ら

かの形で建物を残していくという意見が大多数を占めておりました。これらのことを踏まえ、利

活用については、まだ検討段階でありますが、たたら製鉄の歴史、文化を語り、根雨の町並み景

観を形成する上でも貴重な建物でございますので、町としましては、まずは建物を保存する方向

で考えております。その使途につきましては、提言で示されました４つの案と内覧会で意見の多

かった多目的交流スペース、町民ギャラリー、子供の居場所、学習の場など、幅広い活用を検討

していきたいと考えているところでございます。 

 次に、周辺の歴史的建物、町並みと一体となった観光資源としてのグランドピクチャーはある

のか、その実現のために必要なものは何かとのお尋ねでございます。根雨の町にはたたら文化が

息づき、出雲街道の歴史ある町並みを初め、近隣にはオシドリ観察小屋や金持テラスなど、多く

の魅力ある観光資源がございます。これら一つ一つの観光資源を点ではなく、エリア全体の面と

して町内外に情報発信し、誘客につなげていきたいと考えているところでございます。あわせて、

地域の集客力を高めていくためには、それぞれの施設が連携して、相乗効果を発揮することが重

要であり、町が管理する複数の施設を一体的かつ、総合的に管理運営するなど、効率的な観光資

源の管理、運営方法について検討していく必要があると考えております。 
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 なお、これらのことについては、現在、全体構想といったものはございませんので、今後検討

を行い、根雨の町の将来像を描いていきたいと考えております。そして、その将来像を町民の皆

様とも共有し、知恵を出し合いながらその実現に向けて取り組んでいく必要があると考えている

ところでございます。 

 次に、変化する時代に合わせた役場の業務推進体制ということで、業務の見直し、事業仕分け

についてのお尋ねでございます。昨年、前年度の決算を行うに際し、私と新しく副町長を迎えま

したので、副町長とで直接、各課課長や担当者と面談し、事業の実績、効果、必要性などを聞き

取り、意見交換をいたしました。これは、既存事業の評価や見直しを目的としたものでございま

す。いわゆる事業仕分けと目的を同じくするものと思います。事業仕分けを行うつもりはないの

かとの御質問ですが、大変重要な作業だと考えており、今後も続けていくつもりでございます。 

 次に、来年度予算で計上されていない主な事業はあるのかとのお尋ねでございます。先ほどお

話ししました町長が直接行った事業仕分けの結果、事業を整理したものがあるかという質問かと

思います。正直なところを申しますと、大なたを振るうことはできませんでした。健康診査の内

容ややり方を改めるとか、一部の補助金を廃止するとか、小さな改正にとどまった、そういった

感想を持っているところでございます。 

 次に、業務のペーパーレス化について、どう考えているかとのお尋ねでございます。資源や環

境保護の観点や、業務効率の観点からも検討すべき問題だと思います。ただ、先進団体から漏れ

聞くところでは、十分な効果を上げるためには、相当の費用を必要とするようですし、導入して

も運用がかえって煩雑になる部分もあるとも聞き及んでおります。一足飛びにペーパーレス化は

難しいとは思いますが、検討はしていくべきものと考えます。 

 次に、職員の再雇用についてのお尋ねでございます。地方公務員法には定年退職者の再任用制

度があり、本町でもこれを運用しているところでございます。一般的には該当者の希望を聞き、

本人の資格、経験などを考慮しつつ、組織における必要性を検討して、任用配置を決定している

ところでございます。以上でございます。 

○議長（小谷 博徳君） ５番、松尾信孝議員。 

○議員（５番 松尾 信孝君） まず、合銀建物の件についてお伺いいたします。根雨の町がこの

一、二年、人通りが少なくなって寂しくなってきているという声をたくさん聞きますが、町長は

その辺についてお気づきでしょうか、どういう実感を持ってらっしゃいますか。 

○議長（小谷 博徳君） 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） 根雨の町の人通りについてのお尋ねでございます。私は、根雨の町、お



－6－ 

昼の休憩であったり、また休みの日であったり、歩くことがかなり多いと思います。ここ一、二

年で急激な変化っていうものは感じませんけれども、非常に歩かれる方、そして車の数も非常に

少ないのかなと思います。ただ、昨年、福よせ雛さんというのがおいでになりました。街角に飾

ってある、そういったものを見ていただく、そういうようなお客さんも少なくなる中では非常に、

どういうんですか、輝いてるように感じました。以上です。 

○議長（小谷 博徳君） ５番、松尾信孝議員。 

○議員（５番 松尾 信孝君） 主観の相違かもしれないんですけど、町民の方の特にこの根雨の

方々の話を聞きますと、本当にこの一、二年は人が減っていると、町長は町長でいろいろ歩かれ

たりしていらっしゃるというふうに、今お答えいただきました。今以上にもう少し町なかを歩い

て、町民の方とお話を聞かれるのがもっともっと実感が伝わってくるんじゃないかと思います。

その上でお伺いいたします。ただいまの答弁を聞いておりますと、お答えいただいたのは、とり

あえず今は引き続き検討すると、それ以外は何もしないように聞こえますが、そうとってもよろ

しいのでしょうか。 

○議長（小谷 博徳君） 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） 決して、今、議員さんおっしゃられるようなことではございません。最

初の御答弁でも申しましたけれども、いろんなことに取り組んでいかないといけない、特に保存、

活用、両方あるわけでございますし、そういった中で使途の中にはあの建物が存在するだけで非

常に、どういうんですか、町並みにすごく役立ってる、そういう面もございます。活用するに当

たっても提言のほうでは十分な試行期間を設けて絞り込んでいきなさい、さらにはいろんな将来

にわたってのことも考えなさいということでございますので、いろんな面で物事を進めてまいり

たい、そのように考えております。 

○議長（小谷 博徳君） ５番、松尾信孝議員。 

○議員（５番 松尾 信孝君） ただ、今十分な試行期間を設けてとおっしゃいました。町長の頭

の中でこの十分な試行期間というのはどれぐらいのことをお考えだったんでしょうか。 

○議長（小谷 博徳君） 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） 十分な試行期間ということですから、言葉の定義からしたら、一回では

ないということであるかなと思います。それが、複数回だとか、何十日間というのはちょっと定

義なかなか難しいんですけれども、少なくても１回目というか、昨年の内覧会のときに一つのど

ういうんですか、活用検討委員会さんが非常にポイントを置かれた飾り天井について、これは保

存すべきであるというふうに検討委員会さんは強く言われてるんですけれど、内覧会においでに
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なった町民の方々にとっては、なかなか、どういうんですか、いろいろ各種の御意見がございま

した。やはりそういったこともあの建物の利活用にあってはさらに意見を深めていく、どういう

んですか、調査という言い方ではないんですけれども、理解を深めていく、そういったことも必

要かと思いますので、そういうのも踏まえると、試行期間どのくらいかというとすぐには答えら

れないんですけど、今ではまだ十分ではない、そのように認識しております。 

○議長（小谷 博徳君） ５番、松尾信孝議員。 

○議員（５番 松尾 信孝君） 私の質問に正面から答えていただいてませんけど、どれぐらいの

時間を考えていらしたのかと、試行期間というのは。何をする云々じゃなくて、まずどれぐらい

の期間というものを、だって町長は施政方針でもいろんなところでスピード感のある行政ともお

っしゃってるわけですよ。その中でこれはどれぐらいの期間を当初考えていらしたのかというこ

とを私は聞いております。 

○議長（小谷 博徳君） 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） 重ねての試行期間の期間の長さについてのお話でございますけれども、

特にどういうんですか、１カ月とか１年とか１０年とかそういうふうな決め事はしておりません。

物事に当たって、一つ一つ解決していく、さらには総合的に検討していく、それが期間になる思

いますので、議員さん言われるのにはちょっと十分ではないかもしれませんけれども、そのよう

に考えております。 

○議長（小谷 博徳君） ５番、松尾信孝議員。 

○議員（５番 松尾 信孝君） 今の問題については、ちょっと置いときまして、建物そのものに

ついてでお伺いいたします。取得してから今日まで町は、この建物そのものの維持管理について

何を行ってきたんでしょうか。 

○議長（小谷 博徳君） 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） 取得以来、この旧山陰合同銀行根雨支店の維持、保存というんですか、

そういうことについてどういうことを町が行ってきたかという御質問だったと思います。詳細に

ついては担当の課長のほうからお答えさせますけれども、先ほど申しましたように、内覧会をす

るとか、あとセキュリティーの関係で対応するとか、そういったものがある、あったと思います

ので、そこはちょっと担当課長のほうから補足説明させます。 

○議長（小谷 博徳君） 荒木企画政策課長。 

○企画政策課長（荒木 憲男君） 松尾議員さんの御質問にお答えいたします。今まで行ってきま

した維持としましては、建物の維持という面では、今のところ行っておりませんが、来年度予算
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におきまして、建物下側の外壁、かなり大きなクラックがきておりますので、そちらの補修をす

るように計画しております。以上です。 

○議長（小谷 博徳君） ５番、松尾信孝議員。 

○議員（５番 松尾 信孝君） ちょっと細かい話になって恐縮ですが、昨年度はこの建物につい

て、１７万５，０００円の予算がついております。説明では５万円が火災保険、１２万５，００

０円が電気代というようなふうに言われました。今、上程されてます来年度の予算では、この建

物については２０万円の予算がついております。５万が火災保険、あと１５万が維持、管理とい

うことですが、外壁のクラックの埋めたりするのが、去年よりは２万５，０００円多いと、２万

５，０００でそういう作業ができるんでしょうか。 

○議長（小谷 博徳君） 荒木企画政策課長。 

○企画政策課長（荒木 憲男君） 昨年度ですけども、もともと電気代のほうを多く見ておりまし

たが、実際には電気代がほとんどかからず、今年度電気代は１万２，０００円、残り１３万８，

０００円を外壁補修、１３万８，０００円で見させていただいております。 

○議長（小谷 博徳君） ５番、松尾信孝議員。 

○議員（５番 松尾 信孝君） 火災保険には、地震特約はついてますか。 

○議長（小谷 博徳君） 荒木企画政策課長。 

○企画政策課長（荒木 憲男君） 申しわけありませんが、確認しておりません。 

○議長（小谷 博徳君） ５番、松尾信孝議員。 

○議員（５番 松尾 信孝君） そもそも取得したときに、合銀が町に対して無償で譲渡したその

理由は何だったと覚えてらっしゃいますか。 

○議長（小谷 博徳君） 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） 建物施設そういったものの有効利活用ということであったと思います。

町ででのですね。 

○議長（小谷 博徳君） ５番、松尾信孝議員。 

○議員（５番 松尾 信孝君） もう一つ、当時、御説明いただいたのは、この建物が耐震的には

非常に脆弱であると、合銀としては所有権を残したままこの建物を残しておくわけにはいかない

というのがもう一つの理由であったと思いますけど、これについて御記憶にありませんか。 

○議長（小谷 博徳君） 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） そういう話は直接的には私はちょっと記憶していないんですけれども、

ただ、利活用を図る上で、要は不特定の方が訪れる施設っていうことになるのであれば、耐震構
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造にする必要がある、そちらのほうのお話だったと思います。要は今のこの建物、どういうんで

すか、既存不適格というんですか、使えなくはないんですけど、何か不特定の人に入っていただ

こう思うと、やっぱりそういう補修というか、そういうことが必要だ、そういうことで私は耐震

というのを認識しているところでございます。 

○議長（小谷 博徳君） ５番、松尾信孝議員。 

○議員（５番 松尾 信孝君） 地震はいつ来るかわかりません。内覧会をして誰かを入れたとき

にも起こるかもしれません。そういう意味から言えば、私はこの建物の耐震工事というのは、喫

緊の課題であり、何物にも優先してやるべきことではないかと思うんですけど、その辺について、

町長はどうお考えですか。 

○議長（小谷 博徳君） 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） 議員さんおっしゃいますように、一面では内部の利活用ということで、

耐震も必要だというお話をさせていただいたんですけれども、もう少し保存の面で考えると、や

はり町並み景観上、活用しようということになりますと、言われたように倒れちゃったらどうに

もならないわけですから、そういった面もやはり考えていく、残すためにはどういう手入れをす

ればいいのか、そういったこともやはり考えていかないといけない、そういう観点は当然持って

おります。 

○議長（小谷 博徳君） ５番、松尾信孝議員。 

○議員（５番 松尾 信孝君） どうもまだ何か悠長な感じがします。地震というのはいつ来るか

本当にわからないんですよ。例えば丸合で半額で魚が夕方出てたとしますよ。それ買って持って

帰って、そしたらきょうの晩はその魚は食べないと、そしたらどうします、その日に食べるかも

しくはきょうの晩食べないとしたらその魚どうしますか、まず、最低限の処理はするでしょう。

悪くならないための、それ同じことだと思いますよ、この建物に関しては。やはり、合銀さんが

手放した理由とか、そのほか地震がいつ来るかわからないとか、そういう事情を考えれば、この

建物が今、町の所有物になって、とすれば当然、第三者に対する責任も発生するわけですよ、建

物が倒れて誰かけがさせたとか、そういうことを考えたらもう喫緊の課題だと思うんですけど、

もう一回聞きます、町長、これ来年度の予算にもこれのってないんですが、この耐震工事が。こ

のことについてどうお考えでしょうか。 

○議長（小谷 博徳君） 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） 重ねての耐震工事というか、耐震に備えた手段を講じなければならない

んじゃないかなという重ねての御質問でございます。決してそういうものは必要ないという認識
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ではないわけです。ただ、いろいろな面を整理していく、これは活用の考え方ともかなりオーバ

ーラップしますし、どういうんですか、外観にもいろいろ影響する可能性もあると思いますので、

そこはしっかり町民の皆様の御意見を伺ったり、あと専門家の御意見を伺ったり、そういった中

で決めていかないといけない、そういうふうに認識しているところであります。 

○議長（小谷 博徳君） ５番、松尾信孝議員。 

○議員（５番 松尾 信孝君） 使途のほうについてちょっとお伺いいたします。活用委員会、答

申とか内覧会やられたですね。いろいろと試行をされてきたようですが、いまだまだ何をするか

決まっておりません、これ事実ですよね。一体全体１年以上もこれが何をするか決まらなかった

事情というのは何でしょうか。 

○議長（小谷 博徳君） 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） 結果から言いますと、いろんなどういうんですか、非常に回答というか、

こういうふうにしたほうがいいよというのが分散してる、町民の方の御意見が一つにまとまって

ないというか、これはひょっとしたら設問が悪かったのかもしれませんけれども、そういう傾向

にもございますし、あわせてやはり私は活用検討委員会さんが併記で４つ出されたわけですよね。

こういうような活用があるんじゃないか、これも恐らく活用検討委員会さんのほうでいろいろけ

んけんがくがく御議論していただいて、絞り込めなかったという、恐らくそういう事情があろう

と思います。それほどやはり活用ということにつきましては、なかなかどういうんですか、複雑

というか、いろんな課題があろうかと思います。それを活用検討委員会さんのほうはたくさんの

選択肢を示す、さらには初期投資であるとか、ランニングコストであるとか、あとは運営主体そ

ういったものを総合的に勘案して、決めていくべきだというふうに御提言いただいたと思います

ので、まだまだ決めかねるというか、まだ並列の段階であってもこれは提言に反してるとかそう

いう状態ではない思いますし、しっかり進めてまいりたい、そのように考えます。 

○議長（小谷 博徳君） ５番、松尾信孝議員。 

○議員（５番 松尾 信孝君） 今おっしゃいました総合的に勘案して決めると、この決めるのは

誰ですか。 

○議長（小谷 博徳君） 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） 当然譲り受けました町、そして行政、そういったことになります。ただ、

いろいろそれの判断をする上で町民の方、それから有識者の方、そういった御意見を伺う、そう

いったことは必要かなと思います。 

○議長（小谷 博徳君） ５番、松尾信孝議員。 
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○議員（５番 松尾 信孝君） 町民の意見を聞いてとか、町がとかおっしゃいました。これ最終

的に決めるのは町長なんですよ、町長だと思います。聞いていらっしゃいますか、これ最終的に

決めるのはあなたなんですよ。それを決めるためにあと何と何がわかれば決まるんですか、そう

いうような組み立てっていうのは、自分の頭の中にありますか。 

○議長（小谷 博徳君） 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） 議員さんの御質問の中で、最初の答弁のあたりからずっとお話をさせて

いただいておりますけれども、いろんな要素がある、そういったものを総合的に考えて決めてい

く、そういった過程になる思います。もちろん、先ほど言われましたように、町とか行政ってい

う言い方しましたけれど、町長の職務にある者が最終的に判断しないといけない、そのように存

じております。 

○議長（小谷 博徳君） ５番、松尾信孝議員。 

○議員（５番 松尾 信孝君） ずっと今までの御答弁聞いてますと、この使途に関しては今のよ

うなずっとありさまだったので、私はいつまでたっても何も決まらないような感じがします。委

員会答申とか、パブリックコメントとかいろいろおっしゃいます、一見民主的な手法をおっしゃ

いましたけど、はっきり言ってこれ決定先送りのアリバイづくりであったとしかないというよう

な気がするんですが、そこまで挑発的な言い方をした上で、町長今、あなたはこの建物をあなた

として今はこれから図るとしても今は自分はどういうふうにしたいというふうに言えますか。 

○議長（小谷 博徳君） 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） 端的に申しますと保存ですね、今の段階では。保存していきたい。 

○議長（小谷 博徳君） ５番、松尾信孝議員。 

○議員（５番 松尾 信孝君） いや、これ保存は当たり前だと思いますよ、実は。だってこの建

物壊すんだったら何のためにこれ買ったのか、買ったというかもらったのかと、登記費用だって

かかりますし、これから壊すとしたら壊す費用だって、合銀さんのかわりに町がお金出してこの

建物を壊すんですか、そんなことはできないでしょう、とすれば当然これは残すという前提で買

ってると思うんですよ。私は、町長、やっぱり迷ってらっしゃるのよくわかりますよ、１つの考

え方として提案をしたいと思います。ある自治体がこのような歴史的な価値のある建物とか、遺

構とか遺産とかそういうものを持ってる場合に、何をすべきかということについての問題ですよ

ね、これはいろいろなところで直面してると思います。これは、普通はそれを観光資源として活

用するというふうに考えるのが普通だと思います、町長の御答弁も。私も実はこの質問を書いた

ときにはそういうふうに思ってました。でも、実は少し視点を変えてみますと、この町が日野町
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が持っている歴史的な遺産を後世のために残していくというのは、今ここで暮らしてる人間、こ

の町で行政をつかさどる人間にとってみれば、後世に対するやはり責任だと思うんです、こうい

うものを歴史的なものとして残しておくんだ。そういう面で、ですから観光資源として生かすと

かっていうようなことを言いますと、当然のことながら観光にあずかる資源としての観光にあず

かれない人たちからの反対というのも出てくると思います。町長多分そういう声も聞こえてると

思いますよ。ですからちゅうちょされてるんじゃないかと思うんですよね。繰り返しますけど、

この町の歴史的遺産を保全して、後世に残すというのは、今この町に住んでる私たちにとっての

責任なんですよ。場合によってその遺産をもちろん保全が、私有権が個々にあれば、それを保全

するというのは、所有者の方々の責任なんですけど、もし何らかの事情でそれができなかったと

きには行政がするとか、それとかそれが地理的に広がってるとか、いろんな事情の場合には行政

が入っていくと。 

 例えば今、予算に計上されてます近藤家の火災報知機の整備と、これだってこの例に当てはま

るんじゃないかと思います。たたらをキーワードにというのはよく産業振興課とかそういうとこ

ろのプレゼンテーションでも使われております。よく使われるフレーズなんですよ。その意味を

もう一度繰り返しますと、本町にはたたらとともに歩んできた歴史があると、これを町長もおっ

しゃいました。たたらの技術がありました、都合山のですね。それを事業として育て上げ、財を

なした近藤家という建物は、及びその周辺が残っております。その財をもとに、町に恩恵を施し、

旧公会堂、公舎、その町が潤ったことによって旧合銀が出てきて、根雨のにぎやかさを形成して

いったと。そういう遺産そのものが日野町がたたらとともに生きてきた一つの歴史の流れとして

あるんですね。そういうそれらをたたらというキーワードで時間の流れとともにつなげていくと、

これが一つの町が歴史遺産を後世に残すということであると思うんですよ。 

 観光で言えば、正直言えば出雲のたたらに比べたらもう周回おくれですよ。そういうところで

はもうとてもつながらないけど、こうやって歴史的なずっと流れが残っていると最後は合銀の建

物として残っているという面から考えれば、日野町は立派な歴史的な遺産としてのものを持って

いるんですよ。それをやっぱりきちんと後世に残すということをやれば、観光につながるかもし

れません。観光につながらないかもしれません。その辺の考え方について、今申しました考えに

ついて、町長はどういうふうにお考えでしょうか。 

○議長（小谷 博徳君） 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） 議員さん、非常にどういうんですか、卓越した御意見、そういったふう

に感じました。繰り返しになりますけれども、活用検討委員会のほうで保存、活用に係る提言と
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して利活用を前提に建物を残していくべきだというような中で、４つ観光にも使えるとか、あと、

多目的スペースっていうのは、これは観光だけに限ったものではない思いますので、先ほど来の

議員の御提言も踏まえていろいろ検討してまいりたい、そのように存じます。 

○議長（小谷 博徳君） ５番、松尾信孝議員。 

○議員（５番 松尾 信孝君） 次に、時間もなくて、仕事の見直しに関してのテーマに移ります。

本来、人事とかそういうことっていうのは、議会は余り立ち入るべき領域ではないと思うんです

けど、やはりそれが今の業務遂行に非常な問題があるんじゃないかというふうに思ったときには

このような質問をさせていただきたいと思うんですけど、まず、現時点で町長はこの職員数に対

して、全体の職員が抱えてる仕事の量というのをどういうふうに認識されていましたか。 

○議長（小谷 博徳君） 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） 仕事量に対しての職員の数が不足してるか多過ぎるか……。 

○議員（５番 松尾 信孝君） あっぷあっぷなのか、楽勝でやってるのか。 

○町長（﨏田 淳一君） 経常的な仕事であったり、あと土日、いろんなイベント、今はちょっと

新型コロナの関係では随分減ってるんですけれども、役場の職員さん、特に日野町だけではない

のかもしれませんけれども、非常にたくさんの仕事、私的に言えば１人６役ぐらい、そのくらい

をされてるなって思います。だから、お忙しいというか忙しい、そういった状況にあるというふ

うに認識しております。 

○議長（小谷 博徳君） ５番、松尾信孝議員。 

○議員（５番 松尾 信孝君） 忙しいんですよね、やっぱり。我々から見ても本当に皆さん忙し

くて一生懸命働いてらっしゃると思います。これ、解決するにはどうしたらいいと思われますか。 

○議長（小谷 博徳君） 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） その忙し過ぎる環境を改善していくためにはどうしたらいいか、まさに

悩ましいところであります。一つだけ例えば、職員をふやせば事足りるかというと、決してそう

ではないと思いますし、またいろんな側面からどういうんですか、人数というか職員数というも

のも考えていかないといけない。あわせて、やはり役場の職員さんの仕事っていうのは本当に住

民の方直結、福祉であり健康であれ、それから教育であれ、非常になかなかどういうんですか、

やめてしまいなさいよという話ができないようなお仕事が随分あるんですよね。 

 私の経験でいきますと、私の個人の経験、県の仕事というのはいろいろ見直しができますし、

そしてこれは県がやらないといけないんだろうか、もっと基礎自治体の市町村さんにしてもらわ

ないといけないのか、さらにはそれ以外の例えば外部に委託するようなこともできないのか、そ
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ういうような観点もあるんですけれども、いろいろ仕事のことを考えますと、人数、職員数ばか

りではなくて、この仕事、本当に役場でしないといけないのか、さらには外に出せないのか、い

ろんな観点からやはり考えていっておりますし、そういった中で先ほど最初に申しましたけれど

も、本当になかなかこれはやめてしまおうとかいうようなことはできない、そういった仕事が役

場には非常に多い、そのように感じております。 

○議長（小谷 博徳君） ５番、松尾信孝議員。 

○議員（５番 松尾 信孝君） いろいろ悩むところがあって決まらないというのは、これはもう、

でもやはり町長という職についた人としては、スピード感を持って決めていかなければいけない

と思うんですね。切り捨てる仕事もあるかどうかわかりません。外に出す仕事もあるかどうかも

しれません、いろいろおっしゃいました。具体的にペーパーレスのことについてお伺いいたしま

す。 

 来年度の予算策定に当たって、議会からタブレット端末の導入を要請しました。直接の理由は

例規集が今、もう差しかえもないもんですから、何が正本なのかわからないというんで、これが

わかるような体制にしてくれということだったのですけど、当然のことですが、当然のこととい

いますか、来年度予算ではこの議会からの要請は却下されました。Ｗｉ－Ｆｉを張るというよう

なことについては通ってますけど、タブレットを配備するということについては却下されたんで

すけど、その認識でよろしいでしょうか。副町長、首をかしげてらっしゃるけど。 

○議長（小谷 博徳君） 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ペーパーレスにつながるタブレットのお話、そういうお話も伺いました。

議員さんおっしゃいましたそういう部分も含めて先般の全員協議会の折に、若干執行部側として

十分意を酌んでなかった部分があったということで、おわびして補正とかそういうような対応を

させていただきたいというようなことを申したと思いますので、却下ということはちょっとどう

なんでしょう、認識としてはどうなのかなと思います。対応させていただきたいということでお

話しさせていただいたと思います。 

○議長（小谷 博徳君） ５番、松尾信孝議員。 

○議員（５番 松尾 信孝君） 私ね、町長、この議会からの要請というのは、実は町長にとって

みれば、もし町長が業務の効率化、さっき言いました仕事が忙しいとかということの中で、業務

の効率化というものを考えてらっしゃるんだったら、渡りに船だったんじゃないかと思うんです。

何しろやっぱり一番古い体質だと思われてた議会がタブレットを入れてくれとかそういうペーパ

ーレス化のほうに向けての第一歩を踏み始めてるわけですから、これ渡りに船だと思って、本当
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は対応していただきたいと思うんですけど、時間もないですけど、そこで御答弁いただきました

こと、実はこの答弁って私、言葉が悪いですけど、典型的な役人の何か腰が引けてるときの答弁

のような気がするんですよね。まず、よくなかった事例というものを挙げてくるんですよ、成功

しなかった事例を。今度の今の答弁もそういうことが書いてあるんですね。一体何団体ぐらい調

査された上でこれが余りよくないというふうにおっしゃってるんですか。 

○議長（小谷 博徳君） 今の何団体調査いうのは、これタブレットですか。 

○議員（５番 松尾 信孝君） ペーパーレス化です。 

○議長（小谷 博徳君） 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ペーパーレス化についての情報収集、何団体したんだというようなお話

でございます。具体のお話ですので、担当、総務課長から答えさせたいと思います。 

○議長（小谷 博徳君） 渡部総務課長。 

○総務課長（渡部 裕之君） お答えいたします。実際には県内で文書管理システム導入されてる

ところは実際には多くございませんで、金額的な調査をさせていただいたのは１団体でございま

す。ただ、部分的に導入をされているような団体、運用についての活用を伺ってるのは３団体程

度伺っております。 

○議長（小谷 博徳君） ５番、松尾信孝議員。 

○議員（５番 松尾 信孝君） それぐらいの調査で、十分な効果を上げるためには相当の費用を

要するんじゃないかというような御答弁が出てきたと理解してよろしいでしょうか。町長に聞き

たいですね。 

○議長（小谷 博徳君） 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ペーパーレス化については、これは検討していかないといけないという

基本の考え方でございます。団体さんとかいろいろ情報を集める中で、やはり民間企業さんが私

はいろいろペーパーレス化、非常にされてるというようなこともありますので、私個人としても

ちょっとペーパーレス化、どういうふうな進め方とか課題があるのかなって思いました。そうす

ると、やはりなかなかペーパーレス化が進んでない現実もあるそうです。それは端的に言えば紙

の消費量、これが恐らくペーパーレス化になるとどんどん右下下がりになってるというふうに思

えるんだけど、なかなかそれがそういう傾向にはならずにちょっと高どまりというんですか、そ

ういうふうになってる。ペーパーレス化に向かってどうすべきかということ、その処方箋みたい

なには書いてあったんですけど、ペーパーレス会議をまずやってみなさいよという話であるとか、

あと、ペーパーレスの会議ですよ、ペーパーレス化をどうするかという会議じゃなくて。それと
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できるところから始めましょうとか、あとやはり短兵急じゃなくて、長期戦で臨む、そういった

ことがこのペーパーレス化に向かっての第一歩であり、持続的な取り組みになるというふうなこ

とも示唆されておりましたので、そういったことも踏まえて検討していきたい、いくべきものと

考えております。 

○議長（小谷 博徳君） ５番、松尾信孝議員。 

○議員（５番 松尾 信孝君） １つだけ。この答弁されるに当たって、先進事例、成功事例とい

うのはお調べになりましたでしょうか。 

○議長（小谷 博徳君） 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） 詳細ですので、総務課長に答えさせます。 

○議長（小谷 博徳君） 渡部総務課長。 

○総務課長（渡部 裕之君） 成功事例はというお尋ねでございます。この成功ということにつき

ましては、どの部分に着眼するかという問題もあろうかと思います。ペーパーレス化という言葉

から捉えますと紙をなくすということ。ただ、恐らく議員さんがおっしゃっているのは、ただ単

に紙をなくするということではなくて、業務の効率化であったり、いろいろな仕組みの簡素化で

あったり、そういったことをおっしゃってるのかと思います。そういった観点で捉えますと、業

務の中にも財務でありますとか、一般的な文書管理でありますとか、さまざまな文書にまつわる

業務というのが発生をいたしておりまして、これも全体を捉えて成功ということはなかなか難し

ゅうございます。財政、支払いの決済とかそういった部分でございますけれども、そういった部

分での成功でありますとか、文書を管理をする、文書を保管をする、これを廃棄をするというと

ころまでの仕組み、こういった部分で見たところでの成功、失敗、こういったところはあろうか

と思います。それをトータルをして成功事例というところはなかなか見つけることはできません

でしたけれども、部分的に見てこの部分はすぐれているな、あるいはこの部分は反対に業務がふ

える分があるなというようなところでの理解といいますか、勉強はさせていただいているところ

でございます。 

○議長（小谷 博徳君） ５番、松尾信孝議員。 

○議員（５番 松尾 信孝君） おっしゃってるように一足飛びのペーパーレス化は難しいと、こ

れは当然ですので、ある意味で革命的な変化になるわけです。だけどできることから一つ一つ進

めていくっていうのも一つのこれに対する取りかかり方だと思うんで、そういう意味でこれから

の議会からもいろいろなこれに向けての提案があると思いますけど、前向きに取り上げていただ

きたいというふうに思います。 
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 それで時間もないですので、最後に、定年延長の問題についてお伺いいたします。これにつき

ましては、今、国のほうでもいろいろ動きがあるようですが、まず、国の動きについてどういう

ふうな議論が進んでるか、わかる範囲で教えてください。 

○議長（小谷 博徳君） 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） 公務員の定年延長、いろんな要素がある、数年前からいろいろ議論され

てるというようなことは聞いております。そして、この通常国会に国家公務員法であったり、地

方公務員法、そういったものの一部改正が出され、２０２２年から定年延長に向けた取り組みが

始まるというふうに承知しておりますけれども、補足、総務課長のほうがされますかね、ちょっ

と補足を総務課長のほうからさせます。 

○議長（小谷 博徳君） 渡部総務課長。 

○総務課長（渡部 裕之君） 現状、先ほど町長が申し上げましたとおりでございます。先週末に、

たしか閣議決定なされたということでございますので、この国会で審議をされるということかと

思います。概要といたしましては、先ほど町長申しましたように、２０２２年度から２年で１歳

ずつの延長ということ、それからここで考えておられる定年延長というのは、役職定年を考えて

るということであったかと思います。 

○議長（小谷 博徳君） ５番、松尾信孝議員。 

○議員（５番 松尾 信孝君） 地方公務員法の第２８条３項では、町長、地方の首長が実情に合

わない場合は条例で別の定めをすることができるというような記述があります。これがどこまで

実際問題裁量があるかわからないんですけど、また本町の定年に関する条例の第５条は、町長に

対してかなりな裁量を与えてるようにも思えるんですけど、その辺の解釈についてはどういうふ

うにお考えでしょうか。もしあれでしたら担当課長でも結構です。 

○議長（小谷 博徳君） 渡部総務課長。 

○総務課長（渡部 裕之君） お答えをいたします。まず、法律と条例とのお話についてかなとい

うふうに思います。まず地方公務員法の中で、原則として定められておりますのが、定年は国の

職員につき定められている定年を基準として条例で定めるものという規定がございます。そこか

ら考えますと、まず基準につきましては、あくまで国家公務員の基準に基づくものだと。それに

倣ったところで条例を定め、それに従い地方公務員は運用をなされていくものだろうというふう

に考えております。それから、町の定年に関する条例の第５条の町長の裁量ということでお話が

あったかと思います。ここで申します、条文を読み上げたほうがわかりやすいかと思いますが…

…（「お願いします」と呼ぶ者あり） 
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 町長は、職員の定年に関する事務の適正運営を確保するため、職員の定年に関する制度の実施

に関する施策を調査研究し、その権限に属する事務について適切な方策を講ずるものとするとい

うこの条文をおっしゃってるのかなというふうに思います。ここで申します施策の調査研究とい

うことは、あくまでも規定制度である定年に関する事務を適正に運営し、確保するための施策を

研究するものでありまして、地方公務員法に定める国家公務員の定年に準拠するということを逸

脱した新たな制度を設けることを意味するものではないというふうに理解をいたしております。 

○議長（小谷 博徳君） ５番、松尾信孝議員。 

○議員（５番 松尾 信孝君） 役職定年についてはどうなんでしょうかね。 

○議長（小谷 博徳君） 渡部総務課長。 

○総務課長（渡部 裕之君） 現状、定年延長ということがございませんので、町は町として定年

延長という制度を取り入れておりませんので、役職定年という考え方もいまだ存在しないという

ことになります。 

○議長（小谷 博徳君） ５番、松尾信孝議員。 

○議員（５番 松尾 信孝君） 私がこの問題について取り上げましたのは、やはり近年、特に幹

部クラスの定年退職者が相次いでおると、一方で新規採用もなかなか予定どおりに進んでいない

ということに鑑みて、よりよい町政、住民サービスを実現するためには、業務の質とか意思決定

の質、また議会への説明の質とか、住民サービスの質とか、そういうものを実現、担保、維持す

るために何らかの方策が必要ではないかという思いからであります。そういう意味では、定年退

職されていかれる方々に対しても、やはり町の何ていいますか、体力といいますか、要は質をキ

ープしていくために、この方々に対してきちんとしたもう少しラインに残って意思決定の中に参

画していただくとか、モチベーションが上がるような報酬とかそういうような仕組みを私はこの

町の条例の第５条というものをもう少し、特に解釈の変更なんていうのは、今もう内閣府でも簡

単にできるような時代なようでございます。一つその辺をやっていただきたいなというふうに申

し上げて、私の質問を終わります。 

○議長（小谷 博徳君） ５番、松尾信孝議員の一般質問が終わりました。 

─────────────────────────────── 

○議長（小谷 博徳君） ここで休憩を入れます。開会は１１時１０分開会いたします。 

午前１１時０５分休憩 

─────────────────────────────── 

午前１１時１０分再開 
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○議長（小谷 博徳君） 再開します。 

 次に、７番、安達幸博議員の一般質問を許します。 

 ７番、安達幸博議員。 

○議員（７番 安達 幸博君） それでは、２番バッターであります質問をしたいと思います。 

 住みなれた地域で暮らし続けるための取り組みの推進について、令和元年１２月２０日、平井

知事と日野郡３町の町長等の出席のもと、鳥取県日野郡連携会議が開催されました。人口減少か

ら生じる地域課題に対応するために、１、地域の担い手の育成、確保のための連携、２に住みな

れた地域で暮らし続けるための取り組みの推進について、持続可能な地域交通体系の構築、地域

社会の基盤である集落の存続と活性化に向けた取り組みが協議されました。町内の集落が限界集

落に近づいていく中、連携してやること、町独自でやることを見据えながら、一刻も早く取り組

むことが寛容と思います。特に、地域交通について持続可能な地域交通体系への考えを町長にた

だしてまいります。 

 まず１つ、地域交通の現状と課題をどのように把握し捉えていますか。２に道路運送法の改正

がなされました。特に自家用有償旅客運送について、改正された内容と活用の考え方を伺います。

３番目、課題解決に当たり、何をするのか、何をしなければならないかを尋ね、住みなれた地域

で暮らし続ける施策をお聞きしながら提案等を行い、議論を深めたいと思います。よろしくお願

いします。 

○議長（小谷 博徳君） 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ７番、安達議員さんからのお尋ねでございます。住みなれた地域で暮ら

し続けるための取り組み、特に地域交通、そういった地域交通の現状と課題についてのまずお尋

ねでございます。本町は平成１７年９月に町営バスの管理及び運行に関する条例を制定し、平成

１８年２月からはバス事業者へ委託し、見直しを重ねながら現在の体系を構築してまいりました。

現状は、町営バスと日野交通のタクシーが両輪となって地域の交通を支えていくところでござい

ます。しかしながら高齢化が進み、玄関から玄関へいわゆるドア・ツー・ドアという要望がふえ

てきており、タクシーの需要が高まっているところでございます。現在のタクシーは二種免許の

資格が必要なことなど、ドライバー不足や不採算性などにより、多くの公共交通事業者が撤退し

ており、本町においても新たな交通体系を再編する時期に来ていると認識しているところでござ

います。 

 次に、道路運送法の自家用有償旅客運送について、昨年改正されたが、その内容と活用につい

ての考え方のお尋ねでございます。道路運送法第７８条第２項第２号に定めのある自家用有償旅
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客運送の改正内容につきましては、市町村運営有償運送の申請に対する処理方針により、これま

では市町村が主体となる場合には、路線バスのように路線を定める運行しか認められていません

でしたが、改正によりタクシーのように区域運行が可能となりました。この改正により、町やＮ

ＰＯなどが主体となることにより、路線を定めなくてよい白ナンバータクシーの導入が可能とな

り、二種免許を持っておられないドライバーでも運転業務をできるようになりましたので、導入

を検討して、運転手を確保しやすくし、持続可能な公共交通の維持に努めてまいりたいと考えて

いるところでございます。 

 次に、何をするのか、何をしなければならないか、課題解決に当たり何をするのか、何をしな

ければならないか、住みなれた地域で暮らし続ける施策についてのお尋ねでございます。住みな

れた地域で暮らし続けていくためには、買い物や病院に行くための交通手段の確保が最重要課題

であると認識しております。今後も持続可能な公共交通を維持していくために、町やＮＰＯなど

での自家用有償旅客運送による白ナンバータクシーは魅力的な施策であると考えますので、しっ

かり検討を重ね、ドア・ツー・ドアなど町民皆様のニーズに応じた交通体系の整備を図ってまい

りたいと考えております。以上でございます。 

○議長（小谷 博徳君） ７番、安達幸博議員。 

○議員（７番 安達 幸博君） それでは、大変前向きな答弁だったように思いますが、さらに質

問や提案をして、議論を深めたいと思いますが、この問題は地域交通の問題は先般３月の上旬ぐ

らいから日本海新聞でも特集を組まれて、鳥取県下の各町村がかなりやっぱりこれからの課題と

して取り上げております。そんな中で本町は、今のところうまくいっていると思っております。

それは、なぜかというと、委託をした日野交通とタクシーを持っておられて、またこのタクシー

をうまく補助券を出したりして活用してるというのが本町の特徴でありますが、これをさらに加

速をしていかないといけないというので、今回この質問をさせていただきました。 

 現状は町営バスと日本交通のタクシーとが今、話したように上手に回っております。この町営

バスを見ますとさらに路線バスとスクールバスと、これが大きく分けておると思いますが、この

委託をしている日野交通さんは今言いましたように、バスとタクシーとの運転手さんをうまくロ

ーテーションをして、本当に安価で受託をしていただいておると思います。これは大いに評価す

るべきだと思います。そんな日本交通さんとの委託契約はいつまででしょうか、まずそこをお聞

きします。 

○議長（小谷 博徳君） 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） 今、日野町の地域公共交通、バスとタクシーをどういうんですかね、合
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理的というか上手にというか、非常に組み合わせたすばらしい組み合わせ方というか運営だと思

いますし、かねてそういったことで中央のほうでも発表されたっていうお話も伺ったこともござ

いますし、近隣の町村でも日野町、県内でも日野町方式に倣ったらいいんじゃないかというよう

なお話もあるというふうに聞いております。ちょっと余分なことを言いましたけども、年数は３

年の契約だったと思いますけど、詳細ちょっと企画政策課長のほうから答えさせます。 

○議長（小谷 博徳君） 荒木企画政策課長。 

○企画政策課長（荒木 憲男君） お答えいたします。平成３１年度から令和３年度までの３カ年

でございます。 

○議員（７番 安達 幸博君） 何月、３年度、３年の３月。 

○企画政策課長（荒木 憲男君） 令和３年度末ですので、令和４年３月３１日までです。 

○議長（小谷 博徳君） ７番、安達幸博議員。 

○議員（７番 安達 幸博君） ２０２２年３月までですね、あと２年ですね。ということで、今

委託をしているわけですが、このバス利用の状況とまた、本町が独自にやってるタクシー助成の

使用状況、あるいはこれから先、バス車両導入の計画等があれば、あわせてこの３点をお聞きし

ます。 

○議長（小谷 博徳君） 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） バス利用の状況であったり、どういうんですか、車両の更新であったり

というようなことでございますので、担当課長のほうからお答えさせたいと思います。 

○議長（小谷 博徳君） 荒木企画政策課長。 

○企画政策課長（荒木 憲男君） お答えいたします。まず、バスの状況でございます。まず、バ

ス４路線ございまして、菅福線が１日当たり平均２６人、およそ２６人です。それから奥渡線、

こちらのほうが１日当たり１６人、それから真住・板井原線、こちらのほうが１日平均当たり１

７人、それから根雨宿・病院線、こちらのほうが１日当たり１０人の御利用をいただいておりま

す。 

 それから、タクシーですけども、タクシーの助成券、発行させていただいている方が全部で５

３３人いらっしゃいまして、およそ３３０人の方に御利用いただいております。 

 それからバスの更新についてでございますが、バスの更新については今年度、中型、大きいも

のから小型のほうに１台更新したところでございまして、このあとの更新につきましては、今後

の日野町の公共交通のあり方を勘案しまして導入のほうは考えさせていただきたいと思います。 

○議長（小谷 博徳君） ７番、安達幸博議員。 
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○議員（７番 安達 幸博君） このバスを運行、委託をするに当たっては、地域交通会議という

ものが重要な位置づけをいたしておりますが、最低でもこの更新、先ほど言いました更新の３年

の間に１回は必ず更新の時期にはしないといけないわけですが、これの頻度というのは毎年１回

とか、あるいは状況を皆さんで把握するためにとか、年に何回か数回とか、１回とか、どういう

頻度でされてますか。 

○議長（小谷 博徳君） 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） 詳細ですので、担当課長のほうから答えさせます。 

○議長（小谷 博徳君） 荒木企画政策課長。 

○企画政策課長（荒木 憲男君） 日野町地域公共交通会議でございますが、大体年に２回行って

おります。 

○議長（小谷 博徳君） ７番、安達幸博議員。 

○議員（７番 安達 幸博君） それでは、さらに現状把握するために質問をいたしますが、昨年

夏、臨時的だろうと思いますが、金持線というのが話題になったと、運行されたと思いますが、

これらの反応や効果はどのように捉えていらっしゃいますか。 

○議長（小谷 博徳君） 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） 議員御質問の金持線、ちょっと余り私、記憶に残ってませんので、詳細

聞いてみますけれども、補足説明があれば、大変申しわけございませんけど。 

○議長（小谷 博徳君） 金持線、テスト的にという質問だけど、その効果は。 

○議員（７番 安達 幸博君） なかったか、記憶が、だけんない。 

○議長（小谷 博徳君） 荒木企画政策課長。 

○企画政策課長（荒木 憲男君） ちょっと私のほうも申しわけありませんが把握しておりません。 

○議長（小谷 博徳君） ７番、安達幸博議員。 

○議員（７番 安達 幸博君） 担当課も記憶がないということなので、私の聞き違いかもしれま

せんが、防災無線で何か言ったような気がしておりますので、そのときに私は大変おもしろい企

画だなと思っとったもんですから、あえて今、その効果等をお聞きしたようなことであります。

実現してなかったら、これも観光的に思えば大変おもしろい路線だと思います。もちろん今、金

持は通ってますよ、真住と板井原を含めた線路で通ってますけれども、金持線というのがいわゆ

る金持神社に向けて行くわけでありますから、俗に言う金持行きっていう切符が、幸福行き切符

がよく売れたように、こういうのも大変おもしろい発想につながっていくと思って、私は興味深

くお聞きしました。私の勘違いであったら大変失礼でありますが、また詳細は聞いてみてくださ
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い。 

 それでは、さらに続けてお聞きしますが、この問題を取り上げた一番には、先ほど冒頭で申し

上げましたように、平井知事を招いて、この日野郡連携会議に、この地域交通を議題にのっけら

れて、これから検討するということをおっしゃった。この地域交通を日野郡連携として取り上げ

なければならない課題というのは、どういうところを町長は捉えていらっしゃいますか。 

○議長（小谷 博徳君） 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） 昨年の１２月の２０日に平井知事、そして３町の町長集まって、鳥取県

日野郡連携会議っていうものをさせていただきました。そういった中で、やはり日野郡、人口が

非常に減少していく、その速度も非常に速い。そういった結果、やはり集落の維持とか、そうい

うことが困難になる。さらには高齢化、病院に行くにもなかなか手段が少ない。そういったもの

が本当に目の前に、さらに色濃く見えてきてるっていうような状況を３町とも共有したわけです。

そういった中で、やはりお互いの取り組みの内容を披露し合うばかりではなくって、新しい生活

交通、そういったものについていろいろ工夫をしていきましょうよという思いで、こういういろ

んな、４つの事項なんですけれども、取り組みの共同宣言をさせていただいた、そういったこと

でございます。 

○議長（小谷 博徳君） ７番、安達幸博議員。 

○議員（７番 安達 幸博君） 私は、これをぱっと聞いたときに、新しい路線を、３町で行き来

するような路線とかを考えていらっしゃるんかなと思ったら、私はそういうことの必要性は今ん

ところ余りない、ただ、今おっしゃったように、それぞれの課題を申し合わせて、いいところは

取りあっこしましょうねっていうところだろうと思っておりますので、ぜひとも連携して、それ

ぞれの勉強を共通でするというのは大変いいことだと思っております。 

 もう一つ、私は、これも課題になれはしないかなと思う点があるので、ちょっとお聞きしたい

んですが、先般、校区審議会から答申がなされました。この答申は、いわゆる小中を１校に、教

育、義務教育学校として１校が望ましいよという、こういう答申が出ました。これをこれから教

育委員会で練られて、町長に具申をされると思いますが、ここで、それはこの後、校区問題につ

いても同僚議員から質問がありますので、詳細はそこでなると思いますが、私が心配をするのは、

１校になれば、当然そこにスクールバスという概念で移動をかけるということが発生をします。

これをどういうふうに捉えて、きちんと今から課題として捉えておかないと、先ほど申し上げま

した車両購入であるとか、そういうものにいろいろと関係をしてくるんです。それで、ちなみに

申し上げますと、仮に２年後、２年後にうまく統合、統合というのか、義務教育学校が開校した
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とすると、黒坂か根雨かどっちかになるわけです、学校が。黒坂に学校がなった場合は、根雨地

区の小・中学生が若干の１人、２人は違うかと思いますが、この間の校区審議会から人数を把握

しますと、８０人が黒坂に移動しなければならない。根雨に学校ができた場合には、黒坂地域の

小・中、３６名が移動、スクールバスに乗らなければならない。そういうことが起こり得るので、

先ほど言いました、小型、大型をこれからの地域交通によって決めますという、ここが大きく関

係してくるので、これは課題ではありませんかということを申し上げております。町長、どうで

しょうか。 

○議長（小谷 博徳君） 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） 校区審議会からの答申、それを踏まえて、近々教育委員会から具申も出

していただくんですけれども、やはり校区審議会の中での一つの論点として、児童生徒さんの通

学の手法の確保であるとか、その安全性、そういったものは非常にやはり重要なポイントだと思

っておりますので、そこもあわせてしっかり考えていかないといけない、検討していかないとい

けない、そのように存じます。 

○議長（小谷 博徳君） ７番、安達幸博議員。 

○議員（７番 安達 幸博君） ということで、バスの車両にも影響するということで、課題の一

つになろうかと思います。 

 次に、２番目の、道路運送法の改正をされた点について、活用の方法とかどうでしょうかとい

うことを申し上げました。１番は、今、バスと同じような仕組みがタクシーでもできますよとい

うことでありますので、先ほど、このタクシーになるということは、いわゆる二種免許が要らず

に普通免許でドライバーが確保できると想定しますが、これ間違いありませんか。 

○議長（小谷 博徳君） 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） 先ほどの答弁で申しましたように、そういったことが含まれた改正であ

ると、そのように承知しております。 

○議長（小谷 博徳君） ７番、安達幸博議員。 

○議員（７番 安達 幸博君） ということは、先ほど現状の課題をおっしゃいましたのが、この

道路交通法改正によって、利用すると課題が解決するんだということをまず認識を持ちたいと思

いますが、じゃあ、いいことずくめなのかっていうところで、いいことずくめの前に、ほかにメ

リットというものは、このタクシーを有償旅客運送に当てはめるといいのかっていう部分で確認

したいんですが、この法律によると、営利を目的にしないために、タクシー運賃は現行、民間が

やっておられる方の半分程度にしなければならないっていうふうにお聞きしますが、これ本当で
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すか。 

○議長（小谷 博徳君） 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） 方針の具体の部分でございますので、担当課長のほうからお答えさせま

す。 

○議長（小谷 博徳君） 荒木企画政策課長。 

○企画政策課長（荒木 憲男君） タクシー料金の目安２分の１程度ということでございます。 

○議長（小谷 博徳君） ７番、安達幸博議員。 

○議員（７番 安達 幸博君） ということは、今の半額になるわけでありますから、町民の皆さ

んはよりタクシーを利用する頻度が高くなると想像いたします。したがって、喜ばれると思いま

す。ぜひともこういうことを活用していただきたいと思うんですが、半分になるから、今まで行

ってきたタクシー補助券っていうものはどう考えられますかね。私はあわせて活用されるべきだ

と思いますが、町長いかがでしょうか。 

○議長（小谷 博徳君） 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） 要は生活交通をいかにして維持し、そして守っていくか、さらには使い

やすくしていくかっていう、そこだと思いますので、いろんな組み合わせ、いろんなことをやは

り考えていかないといけない。１足す１を２にするのか、掛け算にしていくのか、いろんな考え

方を整理していく、そういう検討をしないといけない、そのように存じております。 

○議長（小谷 博徳君） ７番、安達幸博議員。 

○議員（７番 安達 幸博君） それでは、半分になるということは、町民の皆さんにとっては大

変いいことではありますけれども、逆にこの制度を活用して、バスもタクシーも運行するという

ことになると、今、委託費用を出して日野交通さんに委託をしておりますが、タクシー代が半分

になるわけですから、いわゆる収入は委託業者は減るわけです。ですから、その分、町からの全

体の委託費っていうのは当然ふえるっていうことが起きます。だから、そこのところは十分踏ま

えておかないといけないと思いますが、ただ、いいことには、今、このバスを町営バスにしたた

めに、県や国から補助金なり交付金なりが来てますが、このタクシーも対象になるって伺ってお

りますが、そうすると上乗せになったタクシーの減額の収入も当然町が補填をして運営していか

なければならないけれども、丸々その支出でなくて、補助金で対応できるので、町の実質の持ち

出しはそう上がらないと私は思うんですが、この仕組みは間違いありませんか。 

○議長（小谷 博徳君） 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） 先ほど来からちょっとお話をしてるんですけれども、要は生活公共交通
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を我々、町民の皆さんがどういうふうに思っておられるか。当然、ビジネスベースとか採算ベー

ス、なかなかそれが難しくなったとき、さらには今の自家用有償の場合も含めてなんですけれど

も、やはりその重要度、それから必要度、そういったものをやはり御理解いただいて、税金でど

の部分までやるのか、その辺は今後、御議論いただかないといけないと思ってます。そして、県

が今、来年度に向けて、地域交通体系の構築事業、いろんなことをされますけれども、使いやす

い事業になってほしいと思いますけれども、その制度が恒久的な制度なのかっていうのもちょっ

と図りかねております。いい制度でしたらずっと続けていただきたいっていうふうに思います。 

 ちょっと具体の話は担当課長からさせますので、よろしくお願いします。 

○議長（小谷 博徳君） 荒木企画政策課長。 

○企画政策課長（荒木 憲男君） 先ほどの御質問、お答えいたします。県の補助に該当すると思

われますので、町の実質的な持ち出しといたしましては余り変わりないんじゃないかというふう

に考えております。 

○議長（小谷 博徳君） ７番、安達幸博議員。 

○議員（７番 安達 幸博君） 町長、そうなんですよ。今みたいに町長の答弁は、何かまた遠回

りにするような発言ですよ。いつまで続くかわからないとか言ったら、町営バスそのものだって

どうなるかわからないじゃないですか。だから私は、最初から現状と課題をお聞きして、その課

題解決するにはどうしたらいいですかっていうことを順序立てて聞いてるんですよ。今、この有

償タクシーを使うと、町が抱えている、運営してる町営バスとタクシーとの課題が解決するかも

しれない。ましてや費用はそんなにかからないというところまで来てるんですよ。もっと前向き

な、せっかく答弁をしてくださったって言ってるんですから、そのつもりで前向きにやってくだ

さい。 

 そこで、いいことずくめではない、デメリットもあるということで、この法律が変わった有償

運送でのタクシーは、日野町内だけに限られる、他町には出られないという縛りがあるとお聞き

しておりますが、それは本当ですか。まして、それを解決する方法等はありますか。町長。 

○議長（小谷 博徳君） 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） 詳細ですので、担当課長のほうからお答えさせます。 

○議長（小谷 博徳君） 荒木企画政策課長。 

○企画政策課長（荒木 憲男君） お答えいたします。例えば隣町とかに出させてもらうことは可

能ですが、そちらから帰るときの、そのためには、そこの隣町なりの地域公共交通会議にかけて

認めていただくことが必要となります。それで課題は解決するものと考えております。 
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○議長（小谷 博徳君） ７番、安達幸博議員。 

○議員（７番 安達 幸博君） デメリットもそう難しくないということでありますので、他町と

も十分に話し合えば解決するということで、その他町さんも、例えば今聞き及ぶには、江府町さ

んは令和２年度から準備をされて、この法律にのっとって、３年度から実施されるということを

お聞きしておりますので、そこは、それこそ連携をして、いいとこはしっかり見習っていってほ

しいと思うんですが、そこで、これからの課題に対して、しっかりと検討を重ねてということを

言っておられます。得意の検討でありますけれども、私は前向き検討と思って捉えておるんです

けれども、でも、これをもう少し見える化、具現化してほしいと思うのは、ここでやっぱりスケ

ジュール感を聞いとかないと、どこまで検討されたかもわからないではいけないと思うので、ま

ずスケジュール感、何をしなければならないかということを尋ねたいと思うんですが、私は、先

ほど言いました地域交通会議、これが一番重要な会議だろうと思ってます。そこに、まず、この

腹を決めてるようですので、今の答弁を見ると。まず、地域交通会議に、本町はこういう法律改

正にのっとってやりたいがということを提案をされるべきだと思うんです。まず、その前段とし

て、本当にニーズとして合うのかっていうのを、今、委託先の日野交通さんにしっかりと現状把

握をもっと詳細なのをお聞きになって、連携をとって、まずこの地域交通会議に早急に、年度が

かわったら早急にこの会議を開かれて、提案されるべきだと思いますが、町長、いかがでしょう

か。 

○議長（小谷 博徳君） 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） 議員さんおっしゃるとおり、まずは事業者さんとの意見交換というか情

報交換、さらにはそれを整備して交通会議に諮っていく、そういうスケジュール感を大切にした

いと思います。 

○議長（小谷 博徳君） ７番、安達幸博議員。 

○議員（７番 安達 幸博君） それでは、しっかりと地域交通会議にその旨を提案されて、メン

バーもそれぞれの地域代表であるとか、もちろん今、自家用車の方もありますし、それぞれの交

通関係の方々、警察も踏まえてのメンバーでありますので、しっかりとそこに、方針をまず打ち

出して、前に動いてほしいと思うんです。 

 そこで、もう少し、せっかく地域交通にかけるのに、先ほど申し上げました江府町さんは、令

和２年度が準備期間、３年度から実質、その運用を開始されますが、本町においても、何ぼでも

そこに、令和３年度からしようと思えば町営バスもやっておりますし、地域交通会議も実質には

あるわけですから、そんなに難しいことはないと思うんですが、ここのスケジュール感は、早け
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ればあと１年の準備期間、幾ら遅くても、先ほど言いました契約が終わる新しい年度からってい

うのが、普通考えればそうだと思うんですが、町長、いかがでしょうか。 

○議長（小谷 博徳君） 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） 議員さんおっしゃるような、そういう観点もあろうかと思います。研究

してまいりたいと思います。 

○議長（小谷 博徳君） ７番、安達幸博議員。 

○議員（７番 安達 幸博君） ということで、まだまだ提案的には、こういうものが実質起きる

とすれば、私は一般質問でも、前の、いつだったか忘れましたが、しました、貨客混載をやりま

せんかという部分で、十分こういうタクシーでも買い物の荷物を運ぶことが、家から家まででき

るというような、大いにこういうことも新しいシステムとして開発してほしいと思います。この

ように、自家用有償、バスとタクシー、そしてタクシー補助券等を合体させた地域交通は、本町

のこれからの住民生活を支える大きな視点になろうかと思います。ましてやこれが成功すると、

全国過疎地域で困ってる地域交通のモデル事業になると思いますので、ぜひ腹を据えて、町長、

頑張ってほしいと思います。 

 以上で質問終わります。 

○議長（小谷 博徳君） ７番、安達幸博議員の一般質問が終わりました。 

─────────────────────────────── 

○議長（小谷 博徳君） 以上で午前の一般質問を終了します。 

 再開は午後１時１５分に再開します。休憩。 

午前１１時５０分休憩 

─────────────────────────────── 

午後 １時１５分再開 

○議長（小谷 博徳君） 再開いたします。 

 午前に引き続き、一般質問を行います。 

 ６番、中原信男議員の一般質問を許します。 

 ６番、中原信男議員。 

○議員（６番 中原 信男君） 町長、そうしますと、午後の一番バッターで質問をさせていただ

きますので、よろしくお願いをいたします。 

 私は今回、２つのことについて、町長に質問をさせていただきます。 

 まず最初に、１点目の質問事項であります。河川整備の必要性についてということで質問をい
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たします。 

 その趣旨、背景でありますが、近年豪雨による自然災害が相次ぐ中、国の政策において、河川

改修や堤防整備を行う自治体に対し、地方交付税で財政支援を行い、地域の安心安全の確保を図

るよう方針が示されました。県の前年度予算及び補正予算、ことしの２月の補正で県内河川の整

備が進められています。町内においても何カ所か工事が行われましたが、しかし、今後も整備が

必要な箇所が幾つかあると私は考えます。そこで、県に対し、日野町の必要な事業を取りまとめ、

国が予算的に力を入れている今こそ強く要望し、災害を未然に防ぐ取り組みが大切だと考え、質

問いたします。 

 そこで具体的に回答を求める事項でございますが、１つ、久住地区の天郷川の河床掘削、それ

と上本郷地区の小川尻川の河床掘削と河川整備の工事が必要と思いますが、考えはおありでしょ

うか。 

 ２つ目、堤防整備については、根雨地区板井原川右岸から祇園橋下流から日野川右岸ＪＲ鉄橋

までの堤防のかさ上げ。それと日野川左岸、野田橋下流からＪＲ鉄橋までの護岸工事が必要と思

いますが、どのように考えていますか。 

 ２点目の質問でございます。この質問は午前中、同僚議員のほうから若干私の質問と符合する

とこがありましたけども、私のほうからも若干、この地域交通についてお伺いをしたいと思いま

す。その質問事項ですが、町営バス及びタクシーを含めた地域交通体系についてということでご

ざいます。 

 趣旨、背景です。現在の町営バスとタクシー運行を考えたとき、将来に向けての改革の必要性

を感じます。今後予想される問題点として、人口減少等による公共交通利用者の減少に加え、ド

ライバー不足も課題になってくると思います。目指すものとして、持続可能で利便性の高い地域

交通体系を新たに構築する必要性を感じます。 

 そこで、具体的に回答を求める事項でありますが、１点目といたしまして、バスの低乗車率の

現状を踏まえ、町営バスの運行変更の検討を受託業者と協議し、現状に即した改善を考えません

か。 

 ２点目、タクシー事業の改革で、有償タクシーの導入も必要と考えます。このことについても

事業者と協議し、町民の利便性の向上に資するよう改革しませんか。 

 以上、２つの質問事項に対して、町長の答弁を求めたいと思います。 

○議長（小谷 博徳君） 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ６番、中原議員さんからの御質問でございます。 
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 まず、１点目河川整備の必要性についてということで、天郷川の河床掘削、さらには小川尻川

の河床掘削、河川整備についてのお尋ねがございました。まず、天郷川でございますけれども、

県の管理河川であり、以前から河川の河床掘削について地元から要望が出されております。河川

管理者である鳥取県へ毎年度要望を行ってまいりました。町としても状況を確認し、洪水時には

災害が発生するおそれがあるため、河床掘削を行う必要があると考えております。引き続き県へ

要望を行ってまいります。続いて、小川尻川の河床掘削でございますけれども、平成３０年の豪

雨で土砂が堆積し、河川断面が不足している状態の箇所がございます。災害を防ぐために、河川

管理者の鳥取県へ要望を行い、下流部の河床掘削を行っていただきました。まだ上流部において

も未実施の箇所がございますので、今後も河床掘削は必要があると考えております。引き続き県

へ要望を行ってまいりたいと存じます。さらに小川尻川の河川整備についてでございます。何回

も繰り返しますけれども、県の管理河川でありますので、未整備区間の整備を県へ要望している

ところでございます。災害を防ぐためにも、未整備区間の整備は必要があると考えております。

引き続き県へ要望を行ってまいります。 

 次に、板井原川右岸、祇園橋下流から日野川右岸ＪＲ鉄橋までの堤防のかさ上げと、日野川左

岸、野田橋下流からＪＲ鉄橋までの護岸工事が必要ではないかとのお尋ねでございます。日野川、

板井原川は両川とも県の管理河川であり、板井原川右岸、祇園橋下流側の堤防について、鳥取県

と協議を行ったところでございます。通水断面の確保ができていること、さらには計画降雨水位

よりも余裕高を確保できていることなどの状況から、堤防のかさ上げの計画は今のところないと

のことでございました。日野川左岸、野田橋下流側の護岸整備についても、これも県の管理河川

であり、整備について県と協議を行ったところ、現在のところ優先順位が低く、早急の整備は難

しいとの話でございました。しかし、洪水時には農地まで水が上がり、被災する状況もございま

す。町としましては整備は必要と考えますので、引き続き要望を行ってまいりたいと存じます。 

 次に、町営バス及びタクシーを含めた地域交通体系についての御質問でございます。まずはバ

スの低い乗車率の現状を踏まえ、町営バスの運行の変更の検討を受託業者と協議し、現状に即し

た改善をすべきではないか、そういった考えはないかとの御質問でございます。バスの乗車率の

現状についてでございますけれども、朝、夕の小・中学校登下校以外の昼間の便につきましては、

主に病院や買い物帰りの方がおられますが、乗車率が低いとの認識をしております。バス運行の

縮小につきましては、関係機関との協議により、スクール便を減便したり、更新バス車両を小型

化するなど、少しずつ改善しているところでございます。今後の改善につきましては、受託事業

者などに意見を聞くなどして、検討を始めているところでございます。令和２年度の地域公共交
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通会議に、バス、タクシーの新たな交通体系について諮り、しっかりとした方向性を構築してい

きたいと考えております。 

 次に、有償タクシーの導入について、必要と考えるけれども、事業者と協議して、町民の利便

性の向上に資するよう改革しないかというお話でございます。これは午前中、議員さんにもお答

えしましたけれども、同様な趣旨だと思います。タクシー事業の改革により、町やＮＰＯなどに

より自家用有償旅客運送による白ナンバータクシーでの運行が可能となり、二種免許を持ってお

られないドライバーでの運転資格ができるようになりました。町民の皆様の生活交通を維持して

いく上でよい制度であると考えますので、町内事業者の意見をいただくなど、選択肢として大い

に検討してまいりたいと考えております。以上でございます。 

○議長（小谷 博徳君） ６番、中原信男議員。 

○議員（６番 中原 信男君） 町長のほうから答弁をいただきました。 

 まず、この答弁を受けまして、次の質問に入りたいんですが、いずれも私が質問する趣旨の中

において、答えが判を押したように、県へ要望してまいりますと。これはもうまことにありがた

い答弁で、そうやってもらわなければならないという思いで、今、きょうはこの質問するんです

が、もうこれでやめても芸がないもんですから、ちょっと続けてお伺いしますが、まず天郷川、

このことの河床掘削の要望は地元からも、毎年かどうかわかりませんが、要望が出されとるよう

にお聞きしました。それで、この質問をした趣旨は、町長、私個人というよりかは、今、後ろに

同僚議員いますけども、８名、２月の１日に議会で久住地区との意見交換会というものをやりま

した。その中でいろいろな地域の課題なり、話し合いがあったんですが、そこでこの天郷川の河

床がもう上がって大変なことになってると、排水もきかないし。それで何とか、議会でその場で

やってくれませんかということで、その場でお聞きしたことなんです。それで私が、後ろの同僚

議員の了解も得ながら、この天郷川に関しては代表質問的な形で今回やらせてもらったんですが、

そういう経緯だということをまず最初に御承知おきください。 

 そこで、３月の５日にこの質問主意書を出したんですが、通告書を。町長、申しわけないです

が、この河川、何カ所か私、具体的に取り上げました。現場行ってみられましたか。 

○議長（小谷 博徳君） 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） 質問主意書をいただきまして、自分のイメージを固めるために、まずは

場所どの辺なんだろう、それを、残念ながら現場には行きませんでしたけども、航空写真でこの

あたりのことを言われてるんだよっていう話を担当課と確認をしました。以上です。 

○議長（小谷 博徳君） ６番、中原信男議員。 
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 先ほどの質問の中で、代表質問という形でというのがあったと思いますが、うちの議会では代

表質問という制度がありませんので、そこで出た意見を……。 

○議員（６番 中原 信男君） 議長、それは違いますよ。 

○議長（小谷 博徳君） 違いますか。 

○議員（６番 中原 信男君） 受け取り方が。私個人がこのことを取り上げて、自分のこっさく

でやったふうに受けとめられたら困りますので、経緯を申し上げながら、皆さんに了解を得て、

こういう質問をしますいうことも事前に確認しておりますし。 

○議長（小谷 博徳君） それはいいです。 

○議員（６番 中原 信男君） だから、代表質問という言葉を使ったのは、みんなを代表してど

うのこうのという深い意味合いでなくして言ったわけでして。 

○議長（小谷 博徳君） はい。 

○議員（６番 中原 信男君） いいですか、続けていいですか、質問。 

○議長（小谷 博徳君） どうぞ。 

○議員（６番 中原 信男君） 町長、航空写真だとかで見られたいう、町長、いろいろ公務上忙

しいですから、個々に行ってみられるというのはなかなかできないかと思いますが、希望として

は、やはり質問した中において、現場を見てもらえれば、あっ、これはこうなんだなということ

が、もう一目瞭然で、私の質問にも答えやすいという思いで聞いたわけですが、それは行かれて

ないのはいたし方ございません。 

 では、この質問書を書いたと思われる担当課の課長は現場に行かれたかどうか、ちょっとその

辺だけ教えてください。 

○議長（小谷 博徳君） 飛田建設水道課長。 

○建設水道課長（飛田 朋伸君） 失礼します。質問書をいただいた後に、当日、課の職員と一緒

に天郷川を見て、現地に行きました。毎年、地元のほうから要望出ておりまして、県のほうには

申請を行っている箇所を役場の職員と見て回りまして、地元の人がおっしゃってられる現状を確

認いたしました。 

○議長（小谷 博徳君） ６番、中原信男議員。 

○議員（６番 中原 信男君） 現場を見たということですね、当然だと思います。 

 そこで率直に、この天郷川の川を見たときの感想をちょっと聞かせてくださいよ。どう思いま

した、課長、課長はどう思った、あの川を見て、泥のたまりぐあいは。 

○議長（小谷 博徳君） 飛田建設水道課長。 
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○建設水道課長（飛田 朋伸君） 失礼します。現場を見ましたところ、ほ場整備の間にある河川

でございました。確かに土砂が堆積しておりまして、大雨が降ったときには、現在でも田んぼの

ほうに入る状況でありまして、これは民家等には影響ないけども、農地災害とほかの災害が起こ

る可能性があるということを認識いたしました。 

○議長（小谷 博徳君） ６番、中原信男議員。 

○議員（６番 中原 信男君） 課長の認識、全くそのとおりで、そのことを町長、理解していた

だきたいということで、あえて課長のほうに聞きました。ということですので、答弁にもあるよ

うに、県へ要望していくんだということで、これはこれで終わりますので、よろしくお願いした

いなというふうに思います。 

 次に、小川尻川の件でございますが、これも私、最初のあれで若干触れてますけども、３０年

度の豪雨で出て、県が町内何カ所かやった中での１カ所で、合流点と、それから小川尻の奥のほ

う、１００メートルか２００メートルぐらいですか、確かに取ってあるんです。これはあえてお

礼を申し上げて、町長にも私はその当時、何回か、いつやるんだ、というような意味合いでお願

いした経緯がありますのでね。そこで、この質問は、それから上がまだ残ってるんですよ、土砂

が。そこもやはり、地元の方は、この機会に取っていただきたいなということでございます。そ

の気持ちは後でまた答弁ください。もう一つ、時間がありませんので、続けて、この小川尻川に

ついて言いますので。 

 それで、もっと大事なのは、自然のままで残っている今の護岸なんです、地域内に。自然のま

まで残ってる、手をつけてない。ここが大雨が降ると、敷地内に入ってきたり、川がオーバーフ

ローするわけですよね。だから、そこを県にお願いをして、自然の護岸じゃなくして、正規の河

川整備というものがお願いできないでしょうかいうことについても、強く県のほうに要望してい

ただきたいんだけども、その残土の残りの部分と、自然で手をつけてない河川の整備についての

考えをもう一度お聞かせください。 

○議長（小谷 博徳君） 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） 小川尻川の河床掘削と、あと河川整備についての重ねてお尋ねでござい

ます。 

 確かに議員さんから、一昨年ですかね、３０年の終わりのほうの議会、そして３１年の初めの

ほうの議会、ちょうどいろいろ政府の対策、県の対策がある中で、特に合流部、さらにはその上

流部にかけての掘削が必要じゃないかっていうことでございましたので、県のほうにも強くお願

いしたところであります。事業着手、それからある程度できておりますけれども、最初申しまし
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たように上流部、まだまだ堆積してる部分がございますので、上流部掘削のほうをさらにお願い

したい、要望してまいりたい、そのように存じます。 

 それと、河川整備についてでございますけれども、やはり自然護岸というと、自然護岸が悪い

わけではないんですけれども、やはり流れが当たる、もしくは水で侵食されるおそれっていうの

はかなり、やはり高いと思いますので、この河川整備につきましても、引き続き県のほうにも要

望してまいりたい、そういう気持ちでございます。 

○議長（小谷 博徳君） ６番、中原信男議員。 

○議員（６番 中原 信男君） そうしますと、次の板井原川の右岸の堤防のかさ上げについて、

もうちょっと触れておきたいんですが、これも私が何年か前に１回質問したんですよ、大雨の後

に。今回の答弁で、通水断面が確保できてると、それと計画高、最高位のよりか余裕があるとい

う、設計の感じでは大丈夫なんですよという答弁なんだけども、私は、この祇園橋の朝勝さん側

と大谷さん側の落差、差が１メートルあるということが、どうもいつまでも気になるんですよ。

この差は大きい。それで、この答弁では、大丈夫ですよと、計算上。とはいうものの、町長、い

ま一度思い起こしていただきたいのは、真備町。それと、もう一つ古く言わせてもらうと、栃木

のほうの鬼怒川、誰もあれが決壊するとか越えるとか考えませんよ、はっきり言って。だけど、

実際に決壊したり越えたりして、あんだけの被害が出るんですよ。私はね、大谷さん側があんだ

け低いということは、もし上流までは持ちこたえられても、予想以上の雨が降ったときには越え

ますよ、あれ、はっきり言って。堤防、河川整備もして、石積みできれいにしてますよ、樹木も

生えたりして。だけど、本当に想像を絶するような雨が降ったときにはわからない。根雨の町の

４区、５区、６区に浸水する可能性がある。ここはやはり県と協議は中断せずに、計画ではもつ

んですよ言われるかもわからんけども、考えてやっていただきたいということを申し上げたい。 

 それと、それから下のＪＲ鉄橋までのことですが、これ、担当課に聞きますと、今の計画高で

現地にある高さが、ちょうど鉄橋の高さのレベルらしいんですわ。だから、あれを上げることは

つかんと、今の高さが鉄橋の高さなんですって。ある程度、橋桁の、鉄橋の。だから、そう簡単

にあそこ、上げたり下げたりということは無理なんだから、ここはちょっと私も保留しておきた

いなとは思うんだけども、町長もそこら辺の認識は持たれたほうがいいですよ。 

 それで、こればっかりやって、もうあと６分しかありませんので、野田の反対のとこですよ、

野田橋の下流、あそこも答弁では優先順位が低い、ただし、洪水時には農地に水が上がると、こ

ういう答弁になる。これ、何回も上がっとるんですよ。ましてや大水が出てダムが放流し出した

ら、それこそもうアウト。だから、ここも関係者の長年の懸案でずっとお願いした経緯があるみ
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たいです。担当課知ってますよ、多分。これも町長は力を入れてやっていただきたいと思うんだ

けども、いかがでしょうか。 

○議長（小谷 博徳君） 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） 日野川左岸の野田橋の下流側のお話でよろしいんですね。（「はい」と呼

ぶ者あり）議員おっしゃるとおりで、優先順位が低いのでっていうことで諦めるんではなくて、

むしろこういう大きな自然災害の防止のための予算、そういったものがついてる絶好のチャンス

だというふうに、ちょっと気持ちを変えて、強く要望してまいりたいと思います。恐らく、全て

のものが予算つくっていうことにはならないかもしれませんけれども、諦めることなく要望をし

てまいりたい、そのように考えております。 

○議長（小谷 博徳君） ６番、中原信男議員。 

○議員（６番 中原 信男君） 町長、よろしくお願いします。 

 それで、このこと、しつこいようですけど、もうちょっと頭に入れておいてもらいたいのは、

結局、最初に財政面の、国の支援措置いうのは、町長、御存じだと思うんだけども、２０２０年、

今年度から２０２４年の５年間に限るんですよ、この財政の総務省の考え方も。わかっておられ

るかいね。それで、県の要望要望と言いましたけども、県もこの２月補正で１０億円程度の補正

を組んで、この樹木の伐採だとか、河道掘削だとか、緊急対策で相当やってるんです。それで、

これが２月補正ですよ。多分、この間、担当課とちょっと話ししましたけども、西部地区のほう

には３億５，０００万ですかね、配分されてやられるわけですよ。ただ、そこには多分、今言っ

た箇所はテーブルにのってませんよ。だから、私はね、今質問したやつを今後の県の要望に向け

て、とりあえずテーブルの上にのせて、そこで私は、町長にトップセールスで本気でやっていた

だければ県も動いてくれますよ。そこをお願いして、この質問を終わりますので、よろしくお願

いします。これ、もう答弁いいです。もうさっき頑張りますと言ってくれたんだから、これ以上

はないですよ。だから、私はあえてしつこく言ってますので、よろしくお願いしますよ。 

 あと地域交通についてちょっと触れときます。バスの現状の運行変更を検討せんかと言ったの

は、はっきり言って４便全てが必要なのかというところで、１便は必要ですよ、小学生なり中学

生などの通学とか、いろんな病院に行かれる。実際問題、空気バスで走ってる便が、その４便の

うち何カ所かはあると思うんです。そこで、そのロスをなくして、私が質問する趣旨ですよ、意

味は、ロスをなくして、運転手さんをタクシー業務からそういう方面に回すとロスがなくなる、

待ち時間もなくなる。そういう意味合いで、一回、現状に踏まえた改革の必要性を感じますけど、

どうですかという意味合いで質問したんだけども、これも午前中の議論にも若干あったんだけど
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も、やはり業者さんと協議し、それともう一つ大事なのは、日野町地域交通会議ですか、公共交

通の、やはりそこに諮問をしたりして改革していかないかんと。ここだけの議論でああだこうだ

言うわけにはなりませんのでね。全く午前中の同僚議員との同じ考え方になってくるんだけども、

そこの会議に諮って、いい意味でロスのないような運行を考えませんかということですので、御

理解いただけますでしょうか。その辺でちょっと意見を言ってください。 

○議長（小谷 博徳君） 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） 重ねての地域交通、バスについての御質問でございます。私も、どうい

うんですか、朝の、いわゆる１便をよく、よくというか、結構年間には１０回以上利用すること

があるんですけれども、中学生、小学生、そして病院に通われる方、そういった方が席に座って

おられます。それぞれのバス路線、私なりにちょっと見てみました。要は出入り率っていうんで

すか、例えば今年度、菅福線で、１便の、どういうんですか、生山に行って、生山から下がって

くるときに、たくさんの方が乗られます。たくさん乗られる言っても、平均は１日当たり１２人

ぐらいなんですけれども、それがどういうような形で、例えば２便、３便、４便、どういうよう

な帰り方をされてるかっていうと、やはりお昼の便はちょっと少ない。ただ、学校の授業が終わ

る時間、さらにはクラブ活動が終わる時間、病院の診療が終わる時間、ある程度、１便で出られ

た方が３便、４便に分散する傾向があるわけですよね。そういった意味もありまして、おっしゃ

られるように、空気を運んでるというような状況もあるんですけれども、やはりそれなりに必要

な便かなっていうのも思いますし、議員御提案のありました、例えばお昼の便のようなものをタ

クシーにかえるようなこと、そういったことも、どういうやり方がいいのかも含めて、利用され

る方に不便になったらいけないわけですけれども、そういった観点も加えて、いろいろ検討して

まいりたい、そのように存じます。 

○議長（小谷 博徳君） ６番、中原信男議員。 

○議員（６番 中原 信男君） 町長、今の答弁でありましたように、十分町民の利用者のことも

考えながら検討してください。 

 それで、最後の有償タクシー導入、この点をちょっと触れときます。これは、ある意味、この

ことに向かっていくと、またこれも午前中の同僚議員ともあったかもしれませんが、結局、二種

免許が要らなくて済むんですよ、要は。そうすると人材確保が容易になってくる、ある意味。た

だ、これもなかなか問題がありまして、事業者と協議してくれという言葉の含みはそこなんだけ

ども、日野交通さん、日本交通さんとかが営業目的で事業を展開している間はできないんです、

ある意味は。この事業者が撤退するとか、もしくは廃業するとかいう中身と、どう言いますかね、
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陸運で定める営業案件の云々というところだと思うんだけども、だから、事業者と協議して、こ

の有償運送の取り組みの検討をしてくださいよというのが本意でございまして、私も確固たる確

信で答えを持ってるわけではございません。申しわけないですけど。質問しておきながら、そう

いうのもなんですけども。ただ、将来的にそこに向かっていかないといけないという理由は一つ

ありまして、それは末永い、今の日野交通さんとのつき合いをしていく上で、そういう協議はし

ていったほうがいいですよということを申し上げて、質問を終わります。理解していただけまし

たかいね。そのことで何かありましたら答えてください。終わりますので。 

○議長（小谷 博徳君） 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） 重ねての自家用有償旅客運送制度、そういったものに関して御質問でご

ざいます。感想をということでございます。 

 午前中にもお示ししたんですけども、非常に魅力的な制度だと思います。こういう制度、例え

ば利用者目線だと安全安心な交通サービスの提供が得られる。あと、交通事業者目線ですと、人

手不足への対応とか、経費の確保ができるとか、そういったようないろんな利点もございますし、

当然物事ですので、利点ばっかりじゃなくて、デメリットまでは言いませんけれども、いろんな、

もっと補足、補充っていうか、改善しないといけない、そういったものもあろうかと思います。

検討してまいりたいと思います。 

○議員（６番 中原 信男君） 議長、終わります。 

○議長（小谷 博徳君） ６番、中原信男議員の一般質問が終わりました。 

─────────────────────────────── 

○議長（小谷 博徳君） ここで５分間の休憩を入れます。再開は１時５５分。 

午後１時５０分休憩 

─────────────────────────────── 

午後１時５５分再開 

○議長（小谷 博徳君） 再開します。 

 次に、８番、佐々木求議員の一般質問を許します。 

 ８番、佐々木求議員。 

○議員（８番 佐々木 求君） それでは、私は通告に基づきまして、大きく２点質問したいと思

います。 

 実は私、１２月議会の際に、全国で４２４の厚労省の発表した病院の問題について、対岸の火

事ではないということで質問させていただきました。それから後にふえまして、４４０病院とい
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うことになりましたが、そうするうちに、２月に入りまして、これも中央の社会保険医療協議会

の答申が行われました。この内容は直接、日野病院とは関係のないように見えますが、医療問題

として捉えたときに、非常にまた大きな問題だと私は思っているんですが、どのようにこれにつ

いてお考え、受けとめ方をしておられるのか知りたいと思います。 

 それから、１２月の際に、報告が求められているのが、あの時点で９月ということであったの

で日野郡の協議などを急いで始めるように要望したんですが、その後の今日までの動きについて、

町長のとられた対応についてお尋ねをしたいと思います。 

 それから、学校の問題については、実は私たちも町民の皆さんから随分と、議員はどういうこ

とで対応しとるのかという問いかけをよく聞きます。 

○議長（小谷 博徳君） 佐々木求議員、３番目が抜けとるけどな。通告書の。答弁要らんだかい。 

○議員（８番 佐々木 求君） それで、郡内の医療を守る上での町の役割は大きいと思いますが、

今後の日程はどうかとお尋ねをしておきたいと思います。 

 そして、学校の問題については、実は審議会、校区審議会の議論が邪魔にならないといいます

か、影響を受けないようにという対応で議会は見守っておったんですが、独自に視察も行ったり

してまいりました、この間。その上に立って答申を聞いたわけでありますが、これについて、今

後の流れの日程はどのように考えておられるかお尋ねをいたします。 

 そして、この審議会を通して浮かび上がった課題、何を今後検討していかなければならないの

かという論点、これを今明確にしておく必要があると思いますが、これについて町長の考えをお

聞きしたいと思います。 

○議長（小谷 博徳君） 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ８番、佐々木議員さんからのお尋ねでございます。病院事業と学校のあ

り方ということでございます。 

 まず、病院事業の関係で、中央社会保険医療協議会の答申についてどう考えとられているかと

いうことでございます。議員御説明になりましたけども、２月７日に中央社会保険医療協議会の

答申が出されました。この協議会は厚生労働大臣の諮問機関であり、令和２年度の診療報酬改定

案を大臣に答申したものでございます。１つ目として、医療従事者の負担軽減、医師等の働き方

改革の推進、２つ目として、患者、国民にとって身近であって、安心安全で質の高い医療の実現、

３つ目、医療機能の分化、強化、連携と地域包括ケアシステムの推進などが答申の基本方針とな

っていると承知しております。この答申は、医師等の働き方改革の推進、そして２０２５年問題

を背景にした超高齢化社会における地域包括ケア体制の構築を反映したものだと捉えております。 
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 次に、９月に厚労省さんが病院等を出された、その御質問の後の１２月以降の具体的な取り組

みについてのお尋ねでございます。１月の２９日に日野町の文化センターで城西大学の経営学部

の伊関友伸教授を講師にお招きし、「果たして自治体病院は不要なのか？－その存在意義を考え

る」と題した、鳥取県、日野郡連携会議の講演会を開催していただきました。同日、平井鳥取県

知事、内田県議会議員にお越しいただき、日野郡３町の町長ほか医療機関関係者により、地域医

療について意見交換を行っております。また、２月１３日、西部総合事務所で第３回日野郡医療

機関意見交換会が開催され、出席しております。日野郡の医療連携について協議をいたしました。

日野郡３町とも、地域の医療を守っていくためには、３町及び医療機関の連携が必要だという認

識で一致しており、現在、日野郡３町と鳥取大学医学部との間で、日野郡の医療連携に係る基本

協定の締結を進めようとしてるところでございます。日野町は町民の健康と生命を守っていくた

めに、今後も質の高い必要な医療が確保できるように努めてまいりたいと存じます。 

 そして、今後の日程っていうことでございますけれども、先ほど触れましたけれども、今後の

取り組みとしては、３月２３日に鳥取大学医学部において、日野郡の医療連携に係る基本協定書

の締結調印式を行う予定でございます。まず、基本協定を締結し、その後に具体的な連携事項を

覚書などで確認してまいりたいと存じます。 

 次に、学校のあり方でございます。今後の流れ、日程を問うということでございます。校区審

議会の答申が出されました。現在、答申を受けられた教育委員会において議論がなされていると

承知しております。それをまとめて、今月中には私に具申していただくと伺っております。町と

いたしましては、教育委員会からいただいた具申をもとに、義務教育学校について検討し、考え

をまとめてまいります。その後、保護者を初めとする町民の皆様に、町としての考えを丁寧に説

明し、御理解いただきますとともに、町民の皆様の思いをお伺いしたいと考えております。日野

町の児童生徒数は今後さらに減少することが予想されており、それに対応していくためにも早急

に取り組みを進めていかないといけませんので、スピード感を持って取り組んでまいりたいと考

えております。 

 次に、審議会を通しての検討すべき論点っていうことでございます。審議会答申では、新たに

義務教育学校を設置するということが示されております。義務教育学校は小学校と中学校の９年

間を合わせて一つの学校として運営していくものでありますので、そこで行われる教育内容につ

いて、しっかりと検討がなされるべきだと考えております。全国的に見ても、まだまだ義務教育

学校の数は少のうございますので、義務教育学校を設置する際には、先進的に行われている学校

の取り組みに学びながら、日野町の特色を生かした教育が実践できるようにすべきだと考えてお
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ります。 

 ２点目は、場所の問題がございます。黒坂地区、根雨地区ともにそれぞれに文化を形成し、発

展した経緯もあり、いずれの地区にもよさがあり、現在、各小学校ではそのよさを生かした教育

活動が展開されております。そのような中で、施設一体型の義務教育学校を設置するということ

になれば、どの場所が最も適しているのか。さまざまな角度から検討していかなければなりませ

ん。 

 ３点目は、児童生徒の安全の確保についてであります。施設一体型の義務教育学校となれば、

特に通学の面で、その方法が今までとは異なってくる児童生徒が生じます。全ての児童生徒が安

全に、そして安心して学校に通うことができる環境を整備する必要が出てくると考えております。 

 ４点目は、地域振興についてでございます。施設一体型の義務教育学校となれば、いずれかの

地区から学校がなくなるということになります。学校がなくなるということが、地域の衰退につ

ながることがあってはならないと考えております。また、施設を学校として使わなくなった場合、

それをどう活用していくかも検討していかなければならないと考えております。ほかにも、保育

所の移設であったり、日野高校との連携についても答申では触れられておりますので、そのあた

りをどのように進めていくのかも検討事項として捉えてるところでございます。以上でございま

す。 

○議長（小谷 博徳君） ８番、佐々木求議員。 

○議員（８番 佐々木 求君） まず、病院の問題ですが、全体としては、例えばいろいろ問題が

ありますが、全体としては７５歳以上の窓口負担をふやそうとしているような深刻な問題もあり

ます。それで、今回の柱の一つは、医療関係の医療労働者の、例えば看護師さんあたりを、看護

基準を緩和することによって、７対１を１０対１に下げていくような流れの中で確保しようとし

ていることや、医療労働者の入院患者、医療労働者の賃金を一部上げるにしても、その財源を生

み出すために、逆に入院患者を、重傷患者が３割から３５％になければいけないというような流

れも出されております。これは病院にとっては非常に深刻な問題であると同時に、我々住民サイ

ドも負担が起きてくるではないかという意味で、特に後期高齢者などは負担を強いられることに

なるわけでありますから、その点については町長はどう思っておられますか。 

○議長（小谷 博徳君） 求議員、今の質問は、今後の流れ、日程の再質問ですか。 

○議員（８番 佐々木 求君） いや、受けとめです。 

○議長（小谷 博徳君） きちっとそこら辺を、今は一通り町長の説明が終わって、１番について、

町長の答弁が不十分だった部分を再質問していただくというのが流れだけど、どこの部分に当て
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はまるんですか。 

○議員（８番 佐々木 求君） １の部分です。１の１。 

○議長（小谷 博徳君） １の部分ですか。 

○議員（８番 佐々木 求君） 医療、議長、ほんなら、ちょっと済みません。 

○議長（小谷 博徳君） もっとわかりやすく言ってください。 

○議員（８番 佐々木 求君） ここの１の１なんですが、医療従事者の負担軽減、医師等の働き

方改革の推進ということで答えておられますが、確かに医療従事者の働き方改革というのは２５

年めどにやっていかなきゃなりません。しかし、全体数が今でも足りないわけでありまして、こ

の医師や看護師あたりを根本的にふやすことをやらなきゃならないと思って、私は思うんですが、

この働き方改革が実際に行われるときに、どのようになってくるのか、医療資源が。私は心配す

るんですが、どのように受けとめておられますか。 

○議長（小谷 博徳君） 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） 中央社会保険医療協議会さんの答申に絡めてでございますけれども、や

はり一つの答申のポイントとして考えないといけない部分が、恐らく２０２５年問題、団塊世代

が後期高齢者に達することによって、医療費であったり社会保障費、そういったものが随分ふえ

てくるだろうっていう、そういった中で、例えば診療報酬であったり、どういうふうにしていく

のか。さらには今現在の医師、医療従事者の働き方改革、非常に多くの時間外の労働もあるって

いうようなお話もあります。そういったことをどうやって解決していくかっていうような、そう

いう大きなお話であろうかと思います。これは先ほどっていうか、午前中か午後でも言ったと思

いますけれども、物事にはやはりいろいろ両面っていうか、いろんな角度から見ると見えてくる

もの、見えにくいものっていうのがやはりあると思います。一つの観点だけで、こうだって断じ

るんじゃなくて、いろんな角度から物事を見ていく、そういったことが必要だと私は思いますの

で、一面から、これはいい、悪いっていうことはなかなか言えないんじゃないかと思います。以

上です。 

○議長（小谷 博徳君） 佐々木求議員、日野病院の管理者としてでなしに、日野町の町長として

必要な部分を聞き出していただきたいと。 

 ８番、佐々木求議員。 

○議員（８番 佐々木 求君） 私、やっぱり大事な問題は、本当にそこの、日野病院なら日野病

院でしょうけれども、ここの地域なら。医療資源が足りるようにしていく必要があるという点が

一番大事だと思うんです。そういうことをやりながら、一方でやらなきゃいけないのが、地域包
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括ケアシステムの推進という立場から見たときには、日野町もやっていかなきゃならないわけで

すが、やっぱりそうした医療資源が非常に大事になってくる。そういう意味で言うと、連携のた

めの協定が近々にできるという立場をとられたのは、これは大事なことだと思います。 

 そこで、その内容についてはどういう方向で考えておられるのか、一言。医療協定の内容です

ね、それについて具体的な連携の内容については、どの程度のことを考えておられるか教えてく

ださい。 

○議長（小谷 博徳君） 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） 医療協定、先ほど触れましたけど、予定では３月２３日に締結する、基

本協定。きょう、報道機関のほうにそういうようなスケジュール、概括的な内容、お話しするよ

うになってると思います。その中で、やはり一番、目的といいますか、この地域において必要な

医療を安定的、持続的に提供できるようにしないといけない。さらには、この地域、人口減少、

高齢化が本当に進んでる地域、そういった地域を舞台にした地域医療教育の機能を充実させて、

医師を初めとする医療従事者の育成確保に結びつける、そういったことを大きな目的とするよう

に考えておりますし、特に適切な医療提供体制の安定的な確保、要は各医療機関による医師等の

派遣協力、そういったことを考えないといけないですし。あと、日野病院に置かれております地

域医療総合教育研修センター、そこでの学生教育であったり、総合診療専門医さんの養成に関す

る、そういったこともさらに進めていく、そういったことが主な内容になっております。以上で

す。 

○議長（小谷 博徳君） ８番、佐々木求議員。 

○議員（８番 佐々木 求君） そういう協定を締結するという３町の町長が、協定を締結すると

いうところまで来とることはきちんと評価したいと思います。やっぱり日野郡１万の人口を、ど

う医療を守っていくかという問題、非常にこれから大事になってきますので、次々と課題は出て

くると思いますが、やっぱりここの最初のスタートがきちんと切れたということについては評価

しておきたいと思います。 

 さて、次に学校のあり方についてお尋ねをいたします。我々議会は住民の声に対して、昨年の

秋には教育民生で大原三千院のところの学校ですが、そこの義務教育学校を視察してまいりまし

た。校区審議会のほうに影響を与えないようにしておこうというのが、私たちの基本的なスタン

スでありましたが、自由な議論において答申が今回出されたということについては大事なことだ

と思います。その中で、先ほど答弁いただきました、町民の皆様に町としての考えを丁寧に御説

明しとありますが、これは一体どういう形で進めていかれる予定で、お考えかわかりますか。 
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○議長（小谷 博徳君） 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） 町民の皆様にちゃんと町長部局、それから教育委員会、具申も踏まえて、

物事を整理して、まずは義務教育学校、日野町校区の今後の教育のあり方、進め方、そういった

ものをまずお話をしないといけないのではないかなと思っておりますし、それについてはやはり

今々考えますのは、どこか１カ所に集まっていただいてっていうよりももう少し地域を分けてっ

ていうんですか、集まりやすいような環境、それから集まりやすいような時間、そういったこと

で住民の皆様にしっかり御説明してまいりたい、そのように存じます。 

○議長（小谷 博徳君） ８番、佐々木求議員。 

○議員（８番 佐々木 求君） これも、一度こういう報道がされると、できるだけ早くやっぱり

やらないけませんので、町長も答弁に書いておられますが、スピード感を持ってということでど

んどん進めないと、説明がまだ聞いてないという問題が起きると思います。ぜひここはスピード

感を持ってやっていただきたい。それから義務教育学校の設置の問題でありますが、一貫校とし

て運営していく上でやっぱり大事になってくるのは教育内容だと思います。この議論は、ここに

答えておられますが、どのような具体的な中身を考えておられるのか、ちょっと説明をいただき

たいと思います。 

○議長（小谷 博徳君） 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） 重ねての御質問でございます。まさに議員おっしゃるように、その教育

の内容、義務教育学校としてのあり方、そういったものを本当に大切だと思います。詳細、ちょ

っと今のその大切さであったり、方向のようなこと、ちょっと補足答弁を教育委員会のほうから

していただけますか。お願いします。 

○議長（小谷 博徳君） 生田教育長。 

○教育長（生田  進君） 教育の内容についての検討っていうことでございます。新しく義務教

育学校を設置するということになりましたら、１年生から９年生までの生徒が一つの学校に通っ

て学習を学ぶということになります。この中で、学校では教育課程を編成して、教育内容を定め

て教えていくという流れになっています。義務教育学校でありますと、その教育課程の内容を編

成する上において、すごく柔軟な部分が取り入れられるというふうになっておりますので、そう

したことも踏まえて、十分に内容を、どの学年でどんな内容をっていうこともひっくるめてです

けども、考えていかなくちゃいけないなというふうに思っています。早々、急々にできるもので

はございませんで、ある程度の期間を経ながら本当に新しい学校にマッチしたものにつくり上げ

ていく必要があるというふうに考えております。以上です。 
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○議長（小谷 博徳君） ８番、佐々木求議員。 

○議員（８番 佐々木 求君） やっぱり早く整理して、こういうものを目指すというところにつ

いては提示していく必要があるんじゃないかと思います。 

 ２点目の場所の問題でありますが、これもすることの説明、一貫校をつくることの説明をしな

がら場所の問題についてはどこをとってもちょっと手狭な感じがするんですが、そのあたりにつ

いてはどういうように考えておられますか。 

○議長（小谷 博徳君） 生田教育長。 

○教育長（生田  進君） 先ほど町長の答弁の中にもありましたけども、場所を考えてみますと、

黒坂地区、根雨地区、大きく２つに分けて考えられるというふうに思います。これはあくまでも

既存の施設を活用するという場合についてでございます。その一長一短っていうのはあると思い

ますが、これのことについても審議会の答申では確たるここの場所っていうふうには示してはな

いんですけども、一つ示してあるのは子供たちの安心安全を確保できる場所っていうのが示され

ています。そうしたこともひっくるめて、今後教育委員会として、私を含め５人の委員がいるん

ですけども、しっかりと答申を踏まえた協議をさしていただいて、教育委員会としての考えをま

とめ、町長に意見具申したいというふうに考えております。以上です。 

○議長（小谷 博徳君） ８番、佐々木求議員。 

○議員（８番 佐々木 求君） 場所の問題を曖昧にせずに、これも急いで考えて、検討の材料と

して提案していく必要があると思います。といいますのも、もし手狭で増築せないけんとかいう

問題が起きたときには急いでやる必要があると思いますので、その点についてもまないたの上に

のせる必要があると思うんです。 

 それで、次に、例えばこの中で地域振興について４点目に言っておられますが、地域振興とい

う点についてはどういう流れを構想しての提案でしょうか。 

○議長（小谷 博徳君） 生田教育長。 

○教育長（生田  進君） 地域振興につきましては、答申の中では教育委員会がこれは進めると

いうものではございませんで、町としてしっかりとした考え方を示していく必要があるというよ

うなふうにまとめていただいております。町としての考えっていうのを、また町当局で考えてい

かれることではないかなというふうに、私自身は捉えております。以上です。 

○議長（小谷 博徳君） ８番、佐々木求議員。 

○議員（８番 佐々木 求君） 一体この流れが、我々含めて、町民に示される日程などはほぼど

れぐらいになってくると考えられえですか。 
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○議長（小谷 博徳君） 教育長でいいですか。 

 生田教育長。 

○教育長（生田  進君） 先ほど申しましたように、我々、教育委員会としてのまず考えをまと

める必要があります。先般、２月１３日に答申をいただいてから３月３日の日に総合教育会議で

町長、副町長には御報告さしていただきました。その場で教育委員さんの皆さんにも報告さして

いただいて、その後教育委員会を開催し、初めて答申を見られた感想を伺ったりしたところです。

それから、３月１２日の日に臨時の教育委員会を行っております。ここでも具申案を示さしてい

ただいて、御協議を願っているところです。そして、３月２４日の日にはまた臨時教育委員会を

開きまして、ここでおおよその具申案をまとめたいというふうに思っております。遅くとも今年

度中には、町長に具体的な具申を提出をしていきたいというふうに思います。それから後は、い

ろいろな説明、先ほど町長申しましたけども、住民の方々への説明の会であったりとか、そのほ

か協議すべき内容が出てくると思いますので、いろいろな委員会を立ち上げる必要があると思う

んですけども、そうした委員会を立ち上げた中で協議していくというふうになろうかと思ってお

ります。以上です。 

○議長（小谷 博徳君） ８番、佐々木求議員。 

○議員（８番 佐々木 求君） そうしますと、今年度中にそういう方向で検討を重ねると、それ

でその後、個々の中に説明しておられますけれども、うちの場合、日野町の場合には保小中一貫

校ということになりますから、保育所あたりもやっぱり同じ建物のほうへ移設していくというこ

とになるんでしょうか。 

○議長（小谷 博徳君） 生田教育長。 

○教育長（生田  進君） これも答申のほうで述べていただいています。将来的には義務教育学

校の同一敷地内に保育所も設けることが肝要であろうと。今、日野高校と黒坂小学校が連携した

教育を進めておりますけども、そうしたことも新しい義務教育学校となっても進めていくことが

肝要であろうというふうに答申をいただいておりますので、そういうような方向で考えをまとめ

てまいりたいなというふうに思っております。以上です。 

○議長（小谷 博徳君） ８番、佐々木求議員。 

○議員（８番 佐々木 求君） 答弁の中にも触れておられますが、この施設一体型の義務教育校

ということになれば、実際にどこかが学校がなくなってくるわけです。そういう流れになると必

要な広さも要るでしょうし、場所はそんなにそんなにあるとは思えませんが、これも検討を急が

ないと方向は出したけども、なかなか場所が決まらんということになれば建設時間などもあると
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思いますが、大体町長、考え方としてはどう捉えていけばよろしいでしょうか、期間を。 

○議長（小谷 博徳君） 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） 先ほど、この年度中のスケジュール感を教育長申しましたし、それを受

けて４月になってからいろんな事項についての整理を私どもさせていただいて、その後、あわせ

て住民さんへの御説明とあわせていろんなものを進めていかないといけない、そのように存じて

おりますが、施設一体型の義務教育校、１年ですぐお話ができるかっていうとちょっとそれは短

いかなと思ってます。早く進めていかないといけないと思いますけれども、ある程度目標を持ち

ながら進めていきたい、そのように存じます。 

○議長（小谷 博徳君） ８番、佐々木求議員。 

○議員（８番 佐々木 求君） いずれにしましても、教育委員会から具申を受けて、１年かけて

内容を練り上げたものを大体町長のほうに具申して、その後、動きが始まるということになるん

でしょうが、そうするとこれはどこに持っていくにせよ、それこそ１年やそこらで済むことじゃ

ないと思いますので、日程的なもの、工程的なものといいますか、これはやっぱり住民にある程

度示していく必要があると思いますが、そういうことはやっていかれません。（発言する者あり） 

○議長（小谷 博徳君） だけん、町長、言ってください。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） 状況としましては、私のほうにまだ教育委員会から具申っていうものは

届いておりませんけれども、スケジュール感持ってっていうことでやっていきたいと思います。

補足をちょっと教育委員会が、もしあればしてください。 

○議長（小谷 博徳君） 生田教育長。 

○教育長（生田  進君） 今、町長申しましたようにまだ具申できておりません。今、教育委員

会としてまとめとるところですので、具申が出されましたら、多分町長受け取られたら、迅速に

スピード感を持って事に当たられるというふうに期待しております。スケジュールっていうこと

ですけども、教育委員会のほうとしても、大まかにこんなぐらいの期間はかかるなっていうとこ

ろは話をしてみたいなと、考えていきたいなというふうには思っております。以上です。 

○議長（小谷 博徳君） ８番、佐々木求議員。 

○議員（８番 佐々木 求君） それは、私が心配するのは学校のなくなるところがどこかに出る

わけですから、そういうところの課題については地域振興ということで言われました。そうしま

すと、そこをどううまく活用していくかということも含めて、やっぱり時間がかかるので住民説

明の際にはある程度の方向というものをやっぱり持つ必要があるんじゃないかと思います。今、
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言われた、教育委員会から言われた具申ということについて言えば、それを町長に具申をした後、

地域に出かけるという流れになりますので、その辺が結構時間がかかる可能性があると見るんで

すが、そんなことはありませんか。 

○議長（小谷 博徳君） 生田教育長。 

○教育長（生田  進君） 教育委員会としての具申を提出さしていただいて、町長がどの時点で

どう御判断されるかっていうことにかかってると思うんですけども、早目に判断いただければも

うすぐに説明には、４月からかかっていかなくちゃいけないかなと。喫緊、一番早くは４月末ぐ

らいに自治会長会議が多分あると思います。そこで少しでも大まかなこういうふうに進めていく

んだぞっていうことでも説明できればなというようなイメージは持っております。以上です。 

○議長（小谷 博徳君） ８番、佐々木求議員。 

○議員（８番 佐々木 求君） 私、この前視察したところもそうなんですが、地域の方の本当に

協力をもらうことが基本だし、大事なことです。我々が説明を大原で受けたときには地域の方が

説明しておられましたが、学校の先生が答えるような内容も実際には丁寧にわかっておられて、

説明をしてくださいました。そういうことを考えてみると、やっぱりどれだけの理解者、地域の

理解者をつくるかということが一番大事だと思います、今後の、こういう事業を進める際には。

そこで、当然保護者の皆さん、ＰＴＡの皆さんあたりの意見を聞く機会も急いで設定しなければ

ならないと思いますけれども、同時にやっぱりそうした現役引退されたような方でもいろいろと

加わってもらって、協力していただくというようなことも大事じゃないかと思うんですが、その

点は何か構想ありますか。教育委員会だけで、ここから先の流れはされるつもりですか。 

○議長（小谷 博徳君） 生田教育長。 

○教育長（生田  進君） 本当に事が進んで、こういうふうにやっていかなくちゃいけないとい

ったときには、教育委員会は主導はする部分はあるんですけども、教育委員会だけがっていうふ

うには全然考えてはおりません。町挙げての取り組みでございますので、教育委員会を含めた町

全体でしっかりと丁寧に説明して、御理解をいただいていくっていうのが筋ではないかなという

ふうに捉まえております。以上です。 

○議長（小谷 博徳君） 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） 今、教育長が答弁しましたけど、全くそのとおりでございます。義務教

育学校、この校区審議会のこのお話につきましては、本当いろんな面で教育、そして教育を取り

囲む環境づくり、いろんな面で、教育委員会だけじゃなくて町全体で取り組む、そういったこと

が必要だと思いますので、連携よくっていう言い方なのか、一体となってっていう言い方がいい
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のかちょっと定かではないんですけど、一緒に取り組んでいかないといけないと思っております。 

○議長（小谷 博徳君） ８番、佐々木求議員。 

○議員（８番 佐々木 求君） 私は最後にお願いをしておきたいと思うのは、やっぱり住民の参

画型のやり方をしないと大変だと思うんです。このことはどこに行きてもそうなんですが、視察

で先進地に行けば地域の人がもう幾らでも説明できる人ができとる。そういうとこほどまた、地

域で議論を起こして、どげっちゅうか、前進さしていく力にしているので、そういうお考えをぜ

ひ持ってもらいたいと思うんですが、そこら辺はどう考えられますか、町長。 

○議長（小谷 博徳君） 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） 端的に申し上げれば、御理解を得て、それから進めていくというお話だ

と思いますので、そのとおりだと思います。 

○議長（小谷 博徳君） ８番、佐々木求議員。 

○議員（８番 佐々木 求君） 最後に、そのためにはそういうそのところ、校区審議会のような

形のものをやっぱり持つ必要があるんじゃないかと思うんですが、そういうお考えにはならない

ですか、町長。 

○議長（小谷 博徳君） 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） 要は、いろいろなフェーズっていうか、義務教育学校でのカリキュラム

の組み方であったり、あと、場所であったり、さらには地域の活性化であったり、いろんなこと

がありますので、まだまだ研究していかないといけないんですけれども、それぞれで検討するよ

うなものを持つとか、全体でそれをまた統括するような組織を持つとかいろいろ検討してまいり

たい、どういうやり方が一番スピード感があるかっていうのも含めて、検討していかないといけ

ないと思っております。 

○議長（小谷 博徳君） ８番、佐々木求議員。 

○議員（８番 佐々木 求君） これで終わりますけれども、こうしたことを進めるときにはもう

必ず住民のそうした御意見が反映するような組織をつくって、それこそ一体になってやらないと

難しいと思うんです。私はそうしたものをしっかりと持って、専門的な意見も言えるような人た

ちを組織してやっていく必要があると思いますので、その点を指摘して質問を終わります。 

○議長（小谷 博徳君） ８番、佐々木求議員の一般質問が終わりました。 

─────────────────────────────── 

○議長（小谷 博徳君） ここで休憩いたします。再開は、２時４５分。休憩。 

午後２時４０分休憩 
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─────────────────────────────── 

午後２時４５分再開 

○議長（小谷 博徳君） 再開いたします。 

 続いて、９番、竹永明文議員の一般質問を許します。 

 ９番、竹永明文議員。 

○議員（９番 竹永 明文君） ４月定例議会に当たりまして、本町の重要課題かつ急務である２

点について質問をしたいと思います。 

 １点目は、学校統合についてであります。町校区審議会が２月１３日に３つの町立小・中学校

を１施設に統合し、新たに９年制の義務教育学校を設けることが望ましいという答申が教育委員

会になされました。それを踏まえて次の件に質問したいと思います。１、答申を受けた後、今後

どのような取り組みをなされるのか。２、いつ開校を目指すのか。 

 ２点目、人口減少についてであります。若者移住・定住政策については、一定の成果が上がっ

ておりますが、一方で転出、死亡による減少が想定より多い現状を踏まえ、次について質問した

いと思います。１点目、若い世代の転出についてどのように認識しておられるのか。２点目、具

体的にどのような政策に取り組まれるのか。次の点について御答弁をお願いします。 

○議長（小谷 博徳君） 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ９番、竹永議員さんからの御質問にお答えしたい思います。 

 学校統合について、そして人口減少についての質問でございます。まず、１点目、学校統合に

ついて、答申を受け、今後どのように取り組むのかっていうようなお話でございますけれども、

今後のその取り組みについては先ほど８番、佐々木議員さんのお尋ねにお答えさせていただいた

とおりでございます。 

 ２つ目のいつ開校を目指すのかとのお尋ねでございます。これからの学校教育では、単に教科

などの知識や技能を習得させるだけではなく、児童生徒が集団の中で多様な考え方に触れ、みず

からの考えをアウトプットし、議論し合うことを通じて思考力や表現力、判断力などを育むとと

もに、児童生徒がみずから課題を発見し、それを仲間とともに解決していく力が、そういった力

を育む必要があると考えております。そのためには、一定程度の規模の学級、学校であることが

望ましいと考えてるところでございます。校区審議会におきましても、そのような意見が出され

たと認識しております。児童生徒数の減少は今後も進むことが想定されていることから、それに

対応した環境づくりは急務であると考えております。開校の時期につきましては、現段階では明

確にお示しすることはできませんが、答申や教育委員会からの具申内容をもとに迅速に検討し、
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保護者を初めとして地域住民の皆様に御説明申し上げます。義務教育学校を新設するということ

になれば、さまざまな条件を早急にそろえ、できる限り速やかに設置、開校をしてまいりたいと

存じます。 

 次に、人口減少、若い世代の転出についてどのように認識してるかとのお尋ねでございます。

若い世代の転出につきましては、人口減少の最大の要因であると認識しております。特に、１０

代後半から２０代前半の半数近い方がこの町を出られ、他の地域で生活をされています。若い世

代の人口が減少すれば当然ですが、少子化になります。その少なくなった子供が大人になったと

き、またその半数近くが町を出られる、その循環を断ち切ることが現在、過疎地域が抱えている

最大の課題でございます。転出の理由はさまざまでございますが、主なものとしましては進学、

就職、結婚などの機会に転出される方が多いと認識しております。この若い世代の転出を最小限

に抑えること、また進学や就職などで転出された方に戻ってきていただくことが町を維持してい

くために必要だと考えてるところでございます。 

 次に、具体的にどのような政策に取り組むのかとのお尋ねでございます。若い世代に町に住み

続けていただくためには、さまざまな角度からの総合的な取り組みが必要だと考えております。

住宅整備補助金のように、過去５年間で３９件御利用いただき、好評を得ている事業は今までど

おり継続し、その内容の充実を図るとともに新しい事業にも積極的に取り組んでまいりたいと考

えております。新しい事業の一つとして、今年度日本財団の助成を受けて日野郡３町で取り組み

を始めたふるさと教育では、来年度から高校生を対象とした公設塾を設置し、学力の向上だけで

はなく、ふるさとを愛し、将来この町に住み続け、この町の未来をつくるような人材を育てたい

と考えております。また、若い世代に住んでいただくために重要なポイントである子育て環境に

つきましては、保健師による妊娠期から子育て期までのサポート、育児パッケージ、１歳から３

歳までの誕生月に子育て支援金の支給、保育料の無償化、日野病院における小児科の存続など子

育て世代の負担を軽減する取り組みを行います。さらに第２次きらり日野町創生戦略で取り組み

を行う事業として、住環境では若者向け、世帯向けの町営住宅の整備、空き家を活用した住宅の

確保などを行います。また、災害に強いまちづくりを行い、安心して住むことができる環境を整

えます。子育て、保育では家庭保育への支援、病児・病後児保育、転入された方に対する給付型

奨学金など子育て世代への負担を軽減を行います。産業におきましては、商工関係者、農林業関

係者、医療福祉関係者などと連携して働く場の確保に取り組むほか、町外から転入された方で町

外に働く場を求める方に対して通勤費の補助を行います。そのほかにも若い世代の声を聞きなが

ら、行政としてできる範囲の取り組みを進めていきたいと考えているところでございます。以上



－51－ 

です。 

○議長（小谷 博徳君） ９番、竹永明文議員。 

○議員（９番 竹永 明文君） それでは、再度質問する前に一つだけ確認をしておきたいと思い

ます。今回、学校統合についての質問で答申を受けての考えをお伺いした中で、町長の答弁は今、

８番議員の答弁については教育委員会からいただいた具申をもとに義務教育学校について検討し、

まとめにまとめてまいりますという答弁でありました。それで、先ほど私の質問の答弁では、環

境づくりは急務であると考えており、義務教育学校を新設するということになればさまざまな条

件を早急にそろえ、できる限り設置、開校してまいりたいというふうな答弁をいただきました。

そして、平成３０年６月の私の一般質問についても、第三者機関からの答申をいただいて、それ

に基づいて方針を決め、町民の皆さんに説明し、理解をいただくことということを答弁しておら

れます。先ほどの論では、今回義務教育学校、今の段階で町長のお考えとしては義務教育学校で

やるというふうに御理解していいですか。それによって次の質問に入りたいと思います。 

○議長（小谷 博徳君） 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） 答申を受け、今後どのように取り組むのかっていうことで御答弁させて

いただきました。その部分を捉えてのお話だと思います。８番議員さんには、今９番議員さんが

おっしゃいましたように、教育委員会からいただいた具申をもとに義務教育学校について検討し、

考え方をまとめていく、そしてその後、保護者を初めとする町民の皆様に町としての考えを丁寧

に御説明し御理解をいただく、そういったような今後の流れっていうことを申し述べたわけであ

りまして、その後の９番議員さんにいつの開校を目指すのかっていう答弁の中で、地域住民の皆

様にちゃんと御説明しいろんな条件を早急に整えてできる限り速やかに設置、開校してまいりた

い、そのように申し述べたところでございますので、御理解いただきたいと思います。 

○議長（小谷 博徳君） ９番、竹永明文議員。 

○議員（９番 竹永 明文君） 今、町長は私に速やかにという言葉を使われました。私の答弁で

は開校をしてまいりたいと思いますという、開校をするということを答弁しておられます。それ

で、私は今、確認したわけです。開校を前提にして、町長が今の時点で、答申は教育委員会から

まだ町長のほうに具申はありません。何年前か法律変わって、昔は教育委員会、町長部局対等な

立場でありましたけど、今は教育委員会も町長部局の中にあるわけです。だから、今回の答申は

教育委員会に出されて、教育委員会から具申があることに関しては、内容的にはほとんど変わら

ないと思うんです。多少今言った保育所、高校の連携とか場所とかいう問題はありますけど、義

務教育学校を設置するということに対しては教育委員会の具申は答申と変わらないというふうに、
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私は理解してます。いや、変わってはいけないというふうに思ってます。それを踏まえて、今回

町長はそういう中で、義務教育学校を目指して開校を目指すのかどうかっていうことを、はっき

りきょう答弁していただかないと、この後の一般質問ができないわけですよ。それについてお答

えください。 

○議長（小谷 博徳君） 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） 義務教育学校、校区審議会で本当にたしか７回議論していただいて、答

申という形で、諮問に対する答申という形でまとめていただきました。私は基本的に尊重してま

いりたい、スピード感を持って対応してまいりたい、そのように存じます。 

○議長（小谷 博徳君） ９番、竹永明文議員。 

○議員（９番 竹永 明文君） それでは、義務教育学校に向かってということで引き続き質問を

したいと思います。 

 文部科学省は、公立小・中学校の適正規模、適正配置等についての手引には、小・中学校は一

定の集団規模が確保されることが望ましいという手引を出しております。今回の答申の中でもそ

れを踏まえて、児童生徒がお互いにかかわりを持ちながら社会性を身につけ、また学力を伸ばし

ていくために一定の規模を保つ学級、学校であることが望ましいという答申を、今回出しておら

れます、大まかな目標として。その中で一番大切なのは、じゃあ、それに向かって、いつに向か

ってそういう論議をしていくかということが一番大切だと思います。町長は今、速やかにという

ような答弁をされておりますけど、この義務教育学校、新しい学校をつくるということになりま

すと、文部省の認可、そして県の教育委員会とかさまざまな問題があって、半年や１年ではでき

ない部分、これはできません。いろんなものをクリアしないといけない、そのためにはある程度、

２年後を目指して義務教育学校を目指して日野町はやるということで、それの流れによって住民

説明とかさまざまなものと、それに向かってやられるのが私は一番いいと思います。町民の皆さ

んもそれが一番理解しやすいと思いますので、再度それについて町長はどう思われておりますか。 

○議長（小谷 博徳君） 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） 重ねての学校の関係のお話でございます。議員さん、おっしゃられるよ

うにいろんな事項が、事項っていう言い方がいいのか、答申の中でもいろんなこういうこと、こ

ういうことってありますし、そこに書き切れてない部分での作業というか、取りまとめいろいろ

ある思います。そういったことも含めてスピード感を持って対応してまいりたい、そのように存

じます。 

○議長（小谷 博徳君） ９番、竹永明文議員。 
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○議員（９番 竹永 明文君） それでは、現場の教育委員会にちょっとお尋ねしたいと思います。

義務教育学校に向かって今、町は答申を受け、これから町長に具申をされます。私は先ほど町長

に言ったように、いつ開校を目指すのかということを言ったのは、今、私が言いました文部省の

認可とか県の教育委員会さまざまな問題があって、１年や半年ではこれ義務教育学校の開校はで

きません。スケジュールとしてどれぐらい最低でもかかるのかということと、教育委員会にお聞

きしたいのは、それともう一つはここを目標にしてやると言って、事業、仕事をするのが一番ス

ムーズにできると私は思っております。これから町民に義務教育学校のことを説明して意見を聞

いてたら、もう何年もかかってくる。今回の答申を受けて、小学生の保護者等は非常に期待を持

ってます。日野町の教育環境がちゃんとできるというふうな期待を持ってます。そういうことを

踏まえて、これからの流れについて事務的にどういうふうな事務的なあれでいかれるのか教育長

の答弁をお願いします。 

○議長（小谷 博徳君） 生田教育長。 

○教育長（生田  進君） どのようなスケジュール感を持って取り組むのかというお尋ねだった

というふうに思います。議員おっしゃったように、学校統合っていうふうに言われましたけど、

学校統合ではなくて、私は学校新設だというふうに思っておりまして、新しい学校をつくると、

開始するということになればいろいろな準備も必要です。今、既存の施設を使ってするというこ

とになれば教室数だけ見ても足りません。そうすると、増改築っていうことも考えられます。そ

うしたことももろもろひっくるめまして、まだこれは話し合いの途中ですけども、教育委員会で

も具申の中である程度のスケジュールっていうのは示していきたいなというふうに思っています。

ただやみくもに、いたずらに時間を流すというのではなく、何遍も言葉に出てきてもおりますけ

れども、速やかにスピード感を持ってっていうことは、教育委員会としてもそう肝に銘じて取り

組んでいきたいというふうに思っております。以上です。 

○議長（小谷 博徳君） ９番、竹永明文議員。 

○議員（９番 竹永 明文君） もう１点、ちょっと教育長にお尋ねします。先ほど私が質問の中

で目標を定めて、それに向かって動いていくのがいいのか、それとも今からさまざまな意見を聞

いてやるのが、教育委員会としてはどちらのほうがスムーズに、こういう義務教育学校の開校に

向かってできるのかということをお尋ねしたわけで、それについても教育長の見解をお願いしま

す。 

○議長（小谷 博徳君） 生田教育長。 

○教育長（生田  進君） 先ほどちらっと申しましたけども、教育委員会でも協議していただく
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んですけども、ある程度のスケジュール感っていうのを持ってって言いました。というのは、も

うゴールをある程度定めた上での取り組みというふうに読み取っていただけたらというふうに思

います。以上です。 

○議長（小谷 博徳君） ９番、竹永明文議員。 

○議員（９番 竹永 明文君） 今、町長、教育長の答弁いただきました。答申が出て、町長、今

度は正式に町長の具申が出ます。そうすると速やかにということは、町長もいつの開校を目指し

て、努力するということをいずれ言わなければいけません、これは。きょう、今、本当は私がそ

ういう目標を聞きたいという思いがあって質問したんですけど、今はそういうことで速やかにと

いうことで、今言われてます。これ以上を言う必要はありませんが、じゃあ、いつの時点で、例

えば６月定例議会、９月定例議会にはそういうことをまとめて、町としてそういう提案をしたい

というふうに言われるのか、それについてお答えいただきたいと思います。 

○議長（小谷 博徳君） 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） 今、教育長のほうが答申を受けて、今度首長部局に対する具申っていう

そういうような形で出していただく、その中では恐らく首長部局ではわからない部分、学校教育、

義務教育に特有のいろんな環境の整備とか条件整備、そういったものが恐らく含まれると思いま

す。そういったものもあわせて、そしてまず、町民の皆様方に義務教育学校の設置、そういった

ことの御理解をしていただく、そういう取り組みを進めていく。さらにそういった中で、いろん

な御意見も伺って物事をいろんなものが重複して、どういうんですか、ふくそうするっていうか、

いろんなものが見えてくるわけですよね。期間を設定する、これは何カ月、通常やってもこれ何

カ月かかるよねとか、いろいろなものが出てくる、そういう全体像がわかれば住民の方と御意見

を交わしたりお話を説明するときにおのずと大体日程、日程というか、スケジュール感が煮詰ま

ってくるのではないかなと思ってますので、そういった状況で開陳するのかなって思います。 

○議長（小谷 博徳君） ９番、竹永明文議員。 

○議員（９番 竹永 明文君） じゃあ、最後の質問にしたいと思います。もうここまで来たら、

町長の政治決断だと思います。答申が出て、具申が出る、あとは町民の皆さんさまざまな意見あ

ります。だけど、日野町の子供の教育環境でいかに何がいいかっていうのは、最終決断は町長が

されなければなりません。住民の意見はさまざまな意見があります。ただ、一番今、住民、保護

者が思ってるのは日野町ちゅうのは全国にまれな保育所が１つ、小学校が２つ、中学校１つ、本

来でしたら保育所が３つあって、小学校が２つで中学校が１つっていうことが、これはあります。

だけど、保育所で一定、日野町１つとしてやって、小学校では分かれてる、また中学校では日野
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町１つという、だから、それを解消していただきたい、人数も少ない。次の質問にも関連します

けど、若者世代が日野町から転出っていうことは学校教育の環境も一つの要素になってるんでし

ょう。ことしはまだ私は把握してませんが、去年まで毎年家族４人、５人、１組は転出して米子

の学校に入学しておられます。そういうとこを踏まえて、早急に子供たちの夢の目標のいつ開校

するんだということを、町長がやっぱり政治決断でやって、それに基づいて事務をそれに間に合

わせるような、やっぱり作業をするのが私は町民の皆さんに一番わかりやすいと思います。この

問題ばっかり質問できませんので、そういうことを踏まえて早急に速やかに協議をして、それの

いつ開校するということを出していただきたいと思います。 

○議長（小谷 博徳君） 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） 私はまず、住民の方に御理解をいただく、そういう取り組みをまず進め

ないといけないと思います。最初から政治的判断でこうするんだって、それはちょっとおかしい

と思います。まず、この校区審議会、その答申、さらには具申を踏まえて物事を整理して、住民

の皆様に御理解をいただく説明をしていく。その上でいろいろ御意見いろんなのがあって、それ

をまとめていく中で政治的判断とかそういうのが必要な場合もあろうかと思います。そういうプ

ロセスだと私は思います。 

○議長（小谷 博徳君） ９番、竹永明文議員。 

○議員（９番 竹永 明文君） 時間がありませんので、次に行こうと思いましたけど、町長今、

言ったことは私はちょっと理解できないですね。例えば、統合というのは日野町にも例あります。

菅福小学校の統合、住民の意見を聞いてさまざま賛否両論ありましてなかなか進まなかった、そ

こで当時の町長が政治決断をして統合やりますと、急遽そういう一般質問に対して町長がそれを

表明されました。それからの流れというのは、例えば菅福の地域の拠点としての小学校をいかに

使うか、今元気邑さんを中心にしてあそこを地域の拠点として実績を上げておられるんですよ。

やっぱりそういうことをしないとなかなか前に進まない。例えば、今回から、先ほども全員協議

会でも言ったと思いますけど、県立高校は令和２６年には再編成されます。今の状況でいきます

と、毎年半数の定員にも達してません。それを考えてこの答申では保育所から小学校、中学校、

高校まで結びついて、日野町にそういう環境づくりをしようというのはここに入ってるんです。

そういうことを踏まえて、そういうことじゃなくてある程度が政治決断っていうのが必要なとき

があります。賛否両論は絶対ありますので、そういうことを私が言ってるわけです。これ以上言

ったら時間が来ますので、次に行きたいと思います。 

 それでは、人口減少について引き続きやらしていただきたいと思います。今もちょっと関連が
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ありまして、学校教育、統合問題っていうかで触れさしていただきましたけど、町長の答弁には

転出の主な理由が進学、就職、結婚などの機会がっていう、私が聞いてるのはこれは当たり前の

話なんですよ。学校、教育に関して自分の将来を夢見て、大学に進学したりとか就職したり、結

婚で日野町離れるのは当たり前のことなんですよ、これは。どこのせい、私が言うのは例えば、

日野町の役場に勤めていながら何かの理由で米子に転出するとか、日野町に住んでおりながら小

学校上がるときに一家で転出するとか、そういうことが一番の私は問題だということで、ここに

上げたわけですよ。それについて、町長はどう思いますか。 

○議長（小谷 博徳君） 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） 議員おっしゃられる、そういった事態も現実に起こってると思っており

ます。 

○議長（小谷 博徳君） ９番、竹永明文議員。 

○議員（９番 竹永 明文君） あえて私は居住権の自由ってありますから、職員を例に挙げまし

た。職員が、必ず職員だから日野町に住まないといけないっていうことはないわけですよ、居住

権の自由と。ただ、そういう人がなぜ転出したのかと。役場の職員の中にはそういう経験を持っ

た人がおられるわけです。そういうことを町長はそれなりに把握して、じゃあ、どれを解決して

その人たちがそういう転出しなくていいのかということを、やはり次につなげなければ、これは

だめだと思いますよ。例えば、第２次きらり日野創生戦略の中においては１期の反省を踏まえ、

新たな視点を取り入れて戦略を設定しましたと書いちょう。それは、今の現状の課題を十二分に

把握しないと次の展開に行けないんですよ。それで、私はあえて今、言わせてもらったんですよ。

そういう一家４人、５人で小学校の入るときに、今のような小学校の環境では子供のためになら

ないということで、実際に米子に転出した人も今までいるんですよ、去年までは。ことしは私、

まだ把握してませんけど。そういうことをやっぱり反省として取り入れながら、次に展開してい

ただきたいということを言いたいと思います。 

 それから、次に若者向けに世帯の町営住宅を整備ということをうたってあります。若い人に帰

ってきてください、帰ってきてくださいと、我々が声上げて言ってます、町長も先頭になって。

現実は、この２年間そういう施設ができてないんですよ、言葉では言いながら。それで、今年度

についても当初予算には上がってないということは、今年度今、執行部の考えでは補正予算でも

という考えがおありのようですから、３年間はそういうことを言いながら、そういう施設が全く

受け入れができないというのが、今の現状なんですよ。それを踏まえて次、どういうことを展開

されるのかということを、私はこのとこで問題点をどう把握しておられますかっていうことを言
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ったわけです。その辺については町長はどういう認識持っておられますか。 

○議長（小谷 博徳君） 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） 若い世代に住んでいただくためにいろんなことが必要だという中で、特

に住宅の面です。住宅の面も若者向けであったり、世帯向けの住宅、町営住宅の整備、そういっ

たことにも取り組まないといけないと思いますし、また町内に空き家っていうのが結構あります。

これを活用して住んでいただく、そういったこと、両方同時にっていうんですか、どちらか一方

だけじゃなくて、やっぱり両方進めていかないといけない。そういった事実もございますし、住

宅の整備、そういったことは進めてまいりたいと存じます。 

○議長（小谷 博徳君） ９番、竹永明文議員。 

○議員（９番 竹永 明文君） 大体ね、私は住宅の受け入れ体制ができてないということを今、

町長に言っとったわけですけど、住宅を整備していかないと、空き家対策も一つの手だというふ

うに今、答弁されました。町長、空き家対策って、今の若い世代、私を含めた年齢から下の若者

は昔のような家、広い家は必要ないんですよ。リビング、ダイニング、そして自分たちの部屋が

あればこれでいい。だから、地元に帰ってこないんですよ。そういう昔の家では生活しづらいと

いうことも一つの要因になってるんです。だから、多くの人は若者のために、今の日野町が施策

の移住定住改修等家をお借りしていただいて、それでそういうところを補うために改修してるん

ですよ。やはり若者が今、どういうことを望んでるかということを、もう少し認識していただか

ないと前に進まないと思いますよ。これは言ってもですよ、自分たちが先頭になって物事をやら

ないとそれは、例えば、私議員です。議員が、若い人を入れましょうと、どんどん帰ってきても

らって一生懸命やります。私の家族が隣の町とか米子に住んでる、ましてや生活実態のないこと

を私がやって、それで若い人に帰ってきてくださいって、若い人がそれに賛同してくれますか。

やっぱりスポーツでも一緒です。指導者がその人の力量等を見抜いて、一緒になってやるからオ

リンピック選手になれるんでしょう。そういうことをもうちょっと、町長は把握していただかな

いと。よく考えてみてください。現実に値する経験がありました。震災があって、家を建て直す

のにそこではだめなんで、じゃあ、同じ町内に引っ越しました、家。それで、両親がいるのに、

私住民票その前のところに置いてました。たら、住民の方に指摘を受けました。生活実態がない

ようなことをしないで、ちゃんとしたとこに行って、その地域の代表で頑張りなさいと。例えば、

今日野病院ではそういうことでふるさと納税制度に関して、日野町には町外から通っておられる

人が３６名おられます。ふるさと納税制度というのは、どういう制度かといいますと、町では関

係人口をふやし、移住ふるさとの納税につなげたいということで、ふるさと住民登録制度をしま
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した。役場の職員は強制はできませんけど、役場の職員というのはことしから会計年度職員にし

ても、採用になったときは念書書きます、全体の奉仕者だという。だから、率先して役場の職員

にふるさと納税制度を、やっぱり日野町から給料をいただいて帰るわけですから、町民税ぐらい

はやっぱりふるさと納税制度で日野町に生かして、それで町長の掲げる住みやすいまちづくりを

目指すべきだというふうに思いますが、それについて最後ですけど、どう思われますか。 

○議長（小谷 博徳君） 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） 議員さんから今、非常に広範囲な御意見、卓見をいただいたと思います。

いろいろ参考にさせていただきたい、そのように思います。 

○議長（小谷 博徳君） ９番、竹永明文議員。 

○議員（９番 竹永 明文君） それでは、もう少しやりたかったわけ……。 

○議長（小谷 博徳君） 質問はいけんで。 

○議員（９番 竹永 明文君） 質問はありません。これで時間になりましたので、これで終わり

たいと思いますので、町長の前向きな姿勢を前面に出して、これからやっていただくことを期待

して終わりたいと思います。 

○議長（小谷 博徳君） ９番、竹永明文議員の一般質問が終わりました。 

 以上で本日の一般質問を終わります。 

─────────────・───・───────────── 

○議長（小谷 博徳君） お諮りをいたします。本日の会議はこれで散会にいたしたいと思います。

これに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小谷 博徳君） 異議なしと認めます。よって、本日は、これで散会することに決定いた

しました。 

 本日はこれで散会いたします。 

 会議の再開は、３月１７日午前１０時といたします。御協力ありがとうございました。 

午後３時２５分散会 

─────────────────────────────── 

 


